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1. 業務計画案（本日の検討内容を確認）

2. 【諮問】団地管理組合規約の改正に関する対応方法の検討

1. 【諮問】団地管理組合規約の改正：答申案②の再確認
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1. 業務計画案（本日の検討内容を確認）

◆本日の確認・検討対象は、全て事前配布資料（追加修正含む）をベースにします。
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検討・ゴールイメージ 時期 実施状況 進捗

(A)これまでの経緯確認（否決経緯の分析） 9月～10月 第２回委員会にて説明 完了

(B)標準管理規約改定内容の確認 9月～10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(C)答申案の取扱状況 9月～10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(D)規約本文・書式改正案の確認 10月

(E) 細則・様式改正案の確認 11月

(F) 取り組み計画の議論 11月～12月

(G)答申案の確認 12月

(3)説明会・広報 (H)説明会対応・第8章広報・検討（再計画） 3月

(A) 資金計画の調整 9月～10月 第２回委員会にて概要を説明 一部修正

(B) 項目の確認 9月～10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(C)4年後の資金状況確認（保険対応） 9月～10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

(D) マンションすまい・る債との関係検討 10月 第２回委員会にて説明（資料） 完了

答申検討 (E) 答申案の確認 10月

2 【諮問】答
申済みの長期
修繕計画改定
案について

年度遅れ対応

Ｒ５年度対応

2024(R6)年10月8日

項目

(2)答申案作成

(1)対応方法の
検討

ウェルシー委員会　2024(令和6)年度業務計画　2024/7/28作成

1 【諮問】団
地管理組合規
約の改正に関
する対応方法
の検討

本日はこれを確認します

審議依頼に基づく
検討事項無し

本日はこれを確認・審議します



2.【諮問】団地管理組合規約の改正に関する対応方法の検討
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◆審議の進め方案

◆ 本日は、審議計画①②③を審議する。 また、「対応方法としての取り組み案
の検討」について叩き台案を説明する。
◇ ベースにしているのは区分所有法(R3/9/1施行版）および標準管理規約(R3/6/22
版）、現行規約(R3/12/1版)である。

◆ 11月に審議計画④および「対応方法としての取り組み案の検討」を討議し、
修正等が決まった場合はそれらを含めた答申案を作成する。

# 審議計画案

①
(A) (B) について答申②の
該当部分について、確認の
審議を行う

② (C)について内容を確認す
る精査を行う

③
(D)について内容を確認す
る精査を行う

④ 主な論点３件について、改
めて審議する

108

2-1.【諮問】団地管理組合規約の改正：答申案②の再確認
◆ 答申①、答申②に至る議論の経緯で使用した資料が、それぞれの確認対象に対してした表のよ
うに多数存在し、事前配布資料に取り上げている。各委員の観点に照らして注目する点につい
て、資料と改正案の条文などを確認されたい。

◆ 第８章を除くための準備については資料があるが、第８章そのものについての資料は、ここで
は使用しない（来年度の議論のために、広報を行うと提案しているので、そのための資料は後
日用意する）。

◆ 別表・書式・別紙様式についての注目すべきポイントは、口頭で説明します。
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審議計画 確認対象

検討の経緯・アプローチ （参考） A1-1. 今回の規約改定案の全体像
A1-2. 規約等改定案の検討経緯

A1-3. 規約本文の改定アプローチ

(A) 本文・別表・資料を
要改正

A1-4. 規約本文の改定案概要
A1-5. 別表類改定案の概要
A1-6. 書式・様式改定案の概要
A1-8. 電磁的方法の導入/法改正対応
A1-9. 新年度会計
A1-10. 災害対応

A1-11. 専用使用部分関連
A1-13. 別表3：共用部分の共有持分を壁芯計算へ
A1-14. 別表4：専用使用権の区分検討
A1-17. 専用使用部分の区分について
A1-18. (別表２）共用部分の範囲の改訂案
A1-19. 第14条 専用使用権

(B) 別紙様式を要改正

② （C）について内容
を確認する精査を行う

(C) (A) から第8章を除
き、細かい修正有り

③ （D）について内容
を確認する精査を行う

(D) (B)別紙様式+可決し
た使用細則等に細かい修
正有り

① （A） （B） につい
て答申②の該当部分に
ついて、確認の審議を
行う

事前配布資料における該当ページ

A1-16. 書式・様式改定案の詳細
A1-20. 専用使用部分の劣化管理:４条文の精査(1/3)
A1-21. 専用使用部分の劣化管理:４条文の精査(2/3)
A1-22. 専用使用部分の劣化管理:４条文の精査(3/3)
A1-23. 別表２の変更について

A1-31. 案１：リフォーム細則第３条への追記第３項
A1-32. 案２：別紙様式への追記(1/3)
A1-33. 案２：別紙様式への追記 (2/3)
A1-34. 案２：別紙様式への追記 (3/3)

A1-12. 別表2：団地と棟別に分離
A1-15. 別表6：棟総会の議決権割合を併記

A1-4～6

A1-8～11

A1-13～14

A1-17～19
A1-16

A1-20～23

A1-12
A1-15

A1-31～34



2-2.【諮問】団地管理組合規約の改正：対応方法としての取り組み案の提案

(1) 理事のための説明会を実施する
Ø 理事が質問への回答を出来る様に、事前に十分な理解を得ておことが目的である。

(2) 説明会の丁寧な実施あるいは特集広報の発行
Ø 説明会は実施した立場からは充実したものと感じられやすいが、参加人数を考える
と影響は小さい可能性がある。複数回やっても、大規模修繕工事の場合の９割以上
参加というわけにはいかないだろう。でも、実施は前提かもしれない。

Ø 特集広報を複数回に分けて配布するような事は、従来実施していない。改正案が膨
大な情報量なので、丁寧に周知しようとしているとの受け止めが得られれば、名実
ともに価値があるだろう。

(3) 広報に対するQ&Aの実施
Ø 質問を受け付けて、その回答を広報する。内容によっては、理解が深まって、良い
印象に結びつくだろう。

(4) 委任状・議決権行使書の事前確認作業を実施する
Ø 従来、前日の土曜日のみ行っていた事前確認を、数日前から実施して、未投票の住
戸への投票促進（方法は要検討）などを丁寧に実施する（手間がかかるので、全数
実施などにこだわらない）。欠席対策として取り組み方を事前に検討しておく。
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3. 【諮問】長期修繕計画改定案V9.12について
◆ 【答申案】長期修繕計画改定案V9.12は以下の3資料から構成する

① 事前配布資料「長期修繕計画 Ver9.12（案）」の1～4ページ

② 今回事前配布したA3縦2枚からなる長期修繕計画表

③ 今回事前配布したA3横1枚からなる長期修繕計画グラフ（一部 要修正）

◆②③の資料については、前回確認した以下の修正が加えられている
Ø 2024年度末の修繕維持積立金の繰越金額を、今年度中に費消することになっ
た分を差し引いた額に修正した。

Ø 上記の出発点の金額修正により、積立金の改定案2，3の値上げ率が変わった。
改定案1については、変わらなかった。グラフの見た目はほとんど変わらない。

◆以上の結果を答申案とすることを採決したい
Ø 可決した場合は、表紙の「事前配布資料向け」の文言を削除し、冒頭に【答
申】と付し、日付を採決した日に修正して、次の理事会に提出する。

Ø 否決の場合は、問題点を議論して、次回に修正案を再検討する。
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4．次回以降の進め方について
◆次回委員会は 2024年11月9日土曜日 を予定します。
◇規約改正について：
11月の委員会において、必要な全ての議案内容に関する要確認ポイントについて
討議を完了し、修正等の結論を出して、答申案にまとめ上げることを目指します。
12月委員会での答申案の採決を目指します。

◇長期修繕計画見直し：
10月に答申案を採決することが出来た場合は、11月以降の委員会では規約改正に
ついてのみ、審議します。
採決出来なかった場合は、残課題への対応を検討して、11月委員会での審議と採
決を目指します。
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End Title



2024(令和6)年度
ウェルシー委員会事前
配布資料

2024/8/10
委員長 伊與田哲男

1. 委員会の活動計画案 
2. 規約改正

A) 【規約改正】これまでの経緯まとめ
B) 【規約改正】委員会からの答申内容
C) 【規約改正】臨時総会の結果
D) 【規約改正】環境変化について
E) 【規約改正】議論の方向性について
F) 【規約改正】配布資料について

3. 長期修繕計画
A) 【長期修繕計画】これまでの経緯まとめ
B) 【長期修繕計画】 2024年度計画内容に関する調整案
C) 【長期修繕計画】資金計画の修正案
D) 【長期修繕計画】マンション総合保険更新に係る経費等
E) 【長期修繕計画】マンションすまい・る債との関係の検証

4. 次回以降の進め方
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1. 業務計画案

◆ 8月は委員会開催無し、資料配付のみの予定
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検討・ゴールイメージ 時期 実施状況 進捗

(A)これまでの経緯確認（否決経緯の分析） 9月～10月

(B)標準管理規約改定内容の確認 9月～10月

(C)答申案の取扱状況 9月～10月

(D)規約本文・書式改定案の確認 10月

(E) 細則・様式改定案の確認 11月

(F) 取り組み計画の議論 11月～12月

(G)答申案の確認 12月

(3)説明会・広報 (H)説明会対応・第8章広報・検討（再計画） 3月

(A) 資金計画の調整 9月～10月

(B) 項目の確認 9月～10月

(C)4年後の資金状況確認（保険対応） 9月～10月

(D) マンションすまいる・る債との関係検討 10月

答申検討 (E) 答申案の確認 10月

2 【諮問】答
申済みの長期
修繕計画改定
案について

年度遅れ対応

Ｒ５年度対応

2024(R6)年8月10日

項目

(2)答申案作成

(1)対応方法の
検討

ウェルシー委員会　2024(令和6)年度業務計画　2024/7/28作成

1 【諮問】団
地管理組合規
約の改定に関
する対応方法
の検討

20240810_事前配布資料



2-A. 【規約改正】これまでの経緯まとめ
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◆ 答申①≃R4年度臨時総会の3議案
◇ 様式集の取扱に瑕疵あり。会計構造改革案は現下の情勢では不可能かつ無意味。
◇ 使用細則等改正案は可決したが、その後の検討でさらなる改正案が得られている。

◆ 答申②とR5年度臨時総会議案との関係は不明
◇ 多数条項で相違があるが、検討の経緯が記録されていないため、議論の経緯・根拠が確認できず、今後

の検討に活かすことが出来ない。

年 度 時 期 活　動　状　況 概 況
2018～
2021年度

2019/2/18～
2021/6/19

大規模修繕実施委員会を設置し、大規模修繕工事の施工・竣工に
対応した。（この間、ウェルシー委員会は休会とした）

大規模修繕工事
に集中

2021/07/10 理事会から団地管理組合規約の改定検討を諮問
2022/1～2月 コロナ禍で委員会開催を見送った
2022/03/12 理事長から、納期を調整した再諮問内容が説明された
2022/06/11 理事会から団地管理組合規約の改定検討を再諮問
2022/10/15 規約本文等の改定案、別表、資料・様式集改定案を答申
2022/11/11 規約本文答申案の一部（附則）を修正
2022/12/17 使用細則等改定案、会計構造改革案を答申
2023/03/26 R4年度臨時総会　議案第二号「使用細則等の改定について」可決 細則以外を否決
2023/07/08 規約等改正案の再検討を諮問（3つの観点、1条、12条、16条）
2023/12/09 規約本文等の改定案を答申
2024/04/07 R5年度臨時総会 理事長案→否決

2021年度

2022年度

規約改定の検討
↓

答申①

2023年度
答申②

20240810_事前配布資料

2-B. 【規約改正】委員会からの答申内容 
◆ 答申①（規約本文の改正案は2022/10/15定例理事会へ答申）

◇ 答申内容は、WEB上で役員限定で公開したものが、今でも参照可である。
https://www.wealthy333.net/HOA/YakuinFiles/index.html

◇ 本文・別表・資料・様式は2022/10/8の行、細則は2022/12/10の行から閲覧できる。（こ
こでの答申2文書は会計構造改革案であり、今後使用しない）

◇ 2022年12月に、答申内容に関する説明会開催へ向けた事前検討として、理事会メンバー
への説明資料が準備された。細則改正案は可決され、会計構造改革案は実現不可となっ
たため、説明資料のうちの規約本文改正案に関する部分を用いて、今後の検討のベース
として理解するため、Appendix-1に本文関連の部分を中心に抜粋して掲載する。

◇ 答申①（規約本文改正案）の概要は、A1-1. 今回の規約改正案の全体像のページを参照し
てください。

◆ 答申②（2023/12/16定例理事会へ答申）
◇ 臨時総会での否決を受けて、議案の不備などへの対応も含めた再検討が行われ、本文
（第8章を除く）・別表・書式、細則/別紙様式、第8章の3本建ての議案構成と、それぞ
れの細かい改善案を含めて答申している。今でも委員会の討議資料としてＷＥＢ上で限
定公開されているので、参照可である。
https://www.wealthy333.net/HOA/Wealthy-Iinkai/files2023/20231209_Doc2.pdf

◆ 今回の諮問
◇ R5年4月の臨時総会で、規約本文の改正案が否決されたことから、取り組み方から見直す
諮問となっている。答申①、答申②をベースに、最新の環境変化や取り組み方見直結果
などを取り入れた再検討を行って、年度中の規約改正を目指したい。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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◆2022（令和4）年度臨時総会、議案第１
号：団地管理組合規約本文の改正につい
ての採決結果表は右表のとおり。
◇正式議事録発行時点では、欠席数が抜けてい
たが、採決表マクロでは正しく算出されてお
り、右表のようになっていた

◇否決の要因は、ビラ配布等による反対数40
票と、投票集めの不徹底による欠席49票の2
点であると考えられる。

◆2023(令和5)年度臨時総会の正式議事録に
掲載されている採決結果表は右の通り。
欠席数が抜けているが、合計から見て55
票と見られる。
◇否決の第1の要因は欠席数55票であるが、反
対＋無効で29票となっているので、反対数
も有意であったと思われる。

◇過去の例では、欠席が63でも可決した例も
あり、内容に依存する部分もありそうだ。

2-C. 【規約改正】臨時総会の結果（規約本文のみ）

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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第１号議案 出席組合員数 議決権数 
賛成 反対 合計 賛成 反対 ⼩計 

出席組合員 １９ ２ ２１ 5,759 700 6,459 
⽩紙委任状 ９３  ９３ 27,238  27,238 
記名委任状 ５ １６ ２１ 1,504 4,724 6,228 

議決権⾏使書 １３２ ７ １３９ 40,295 2,208 42,503 
無効票   ４   1,323 
合計 ２４９ ２５ ２７４ 74,796 7,632 82,428 

否 決 ⽋席 無効 合計 ⽋席 無効 合計 
０ ４ ２７８ ０ 1,323 83,751 
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2-D.【規約改正】環境変化について

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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◆ 標準管理規約の改正
◇ R6/6/7に国土交通省はマンション標準管理規約の改正を発表した。

◆ 区分所有法の改正
◇ 法制審議会の答申からパブリックコメントを経て、R6年度通常国会へ法案提出
を目指している。出席者多数決による決議要件の緩和が注目される。

◇ 施行時期が予測出来ないが、改正後には対応が必要だろう。
◆ 物価上昇
◇ 第2回大規模修繕工事の時期から注視している建築物価（集合住宅）の指標は、
竣工後も継続的に上昇している。

◇ 管理費の観点からは、今年
10月の火災保険値上げ（全
国平均13%アップ）の動き
などが懸念される

◇ 両会計の今後の在り方を検討
しておく必要がありそう。

大規模修繕

答
申
①

答
申
②
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2-E. 【規約改正】議論の方向性について
◆ 答申等の内容に関する位置づけの整理

◇ 上記の（Ｃ）と（Ｄ）について必要な精査を加えて、新たな答申案
（総会議案）を12月までにまとめる。

◇ R5年度臨時総会の議案内容は、討議経過の資料が無い事などから、今
回の検討に活かすことが難しいが、記録に残る主な論点については討
議対象としたい。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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答申①1 本文・別表・資料・様式
答申①2 使用細則等
答申①3 会計構造改革案

答申②1 本文(第8章除く)・
別表・書式

答申②2 使用細則等(答申①
から少し改正)・別紙様式

答申②3 第8章

否決
可決
否決 状況変化により不可・不要

(B) 別紙様式を要改正

(C) (A) から第8章を除き、細
かい修正有り

未提出

(A) 本文・別表・資料を要改正

未提出

来期に予定 年度後半に広報施策を検討予定

(D) (B)別紙様式+可決した使
用細則等に細かい修正有り

2022/10/15

2023/12/16

20240810_事前配布資料

2-F. 【規約改正】配布資料について
◆ 配布資料は2つの議案のベースとなる資料群である。関連する論
点整理などをAppendixにまとめた。

◇ R6.4.7臨時総会の議案に含まれる資料等は、検討の経緯が全く不明（公式には
全く存在しない）のため、取り扱わない。

◇ 第8章関連の資料は検討時期が先になるため、今回の配布では取り上げない。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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資料群 配布資料 編集のポイント 確認ポイント
(D) 別紙様式+
細則修正点
（臨時総会の議
案第1号と想定し
ている）

別紙様式 答申②の内容（穿孔対応を含む） 穿孔対応以外の追加
は無い？

使用細則等の
修正点

答申②の内容（穿孔対応を含む）

(C) 本文・別
表・資料等
（臨時総会の議
案第2号と想定し
ている）

規約本文 1. 答申①に答申②の追加改正を適用
2. 第8章の削除
3. R6.4.7臨時総会の議案から

R6.4.7臨時総会の議
案からの検討3点

別表・資料 答申①からの変更無し（そのまま添付）
条文番号変更
への細則対応

使用細則等の一部に関する条項の改正 参照条文番号のみの
修正である

改正理由表 理由が多数に及ぶため5分類に取りまと
めてみた表を、説明文案として提案する

もっとまとめても良
いだろうか

58
59
60

54 55 56 57
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3. 【諮問】答申済みの長期修繕計画改定案について

(A) 資金計画の調整
① 長期修繕計画案のスタート時点を2025年に変更し、そ
の時点の修繕維持積立金を推計して出発金額とする。

② 大規模修繕工事の実績値を採用する際の値上がり想定
を+16%から、現状ベースで見直す。

(B) 項目の確認
① 2024年度に計画されていた項目についての調整を行う。

(C)4年後の資金状況確認（保険対応）
Ø これで、長期修繕計画V9.12の説明と論点の紹介が終わっ
ている。次回には、詳細な詰めを実施後に、答申案を採決
したい。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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A2-9

A2-7

3-C

3-B

3-D

3-A. 【長期修繕計画】これまでの経緯まとめ

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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◆ R3.6.19諮問から検討を開始
◇ R3年度：長期修繕計画v8.2の検討、管理会社からの資料（総合点検結果および
長期修繕計画案）を提示し、コロナ禍により検討を中止。

◇ R4年度：【R4.2.19再諮問】ビジョンの検討、項目の精査などを丁寧に進め、
改正案のたたき台として長期修繕計画Ver9.0案（たたき台）を作成した。

◇ R5年度：
◆ 7月：長期修繕計画Ver9.0(案) （均等値上げ+64%となる内容）を配布し、金
額・支出の山を下げられる提案を求めた。

◆ 9月：管理会社からの情報・問合せへの回答を検討して妥当なものを取り入れ。
提案の方法で山を下げて「長期修繕計画Ver9.0案20230909k4.1」を得た。

◆ 11月：直接架設の費用も実績値・2年度分割により「長期修繕計画Ver9.0案
20231014k1」を得た。

◆ 付加価値的な項目の再検討、規約第22条対応を検討して取り入れた「長期修繕
計画Ver9.0案20231014k2」を得た 。

◆ 4千万円繰入無しを選択し、12.1%値上げによる資金計画を提案。→答申③

◆答申③：2024.1.20理事会へ答申され、放置されている。

A2-1～A2-4を参照してください

WEB上の資料を参照してください（https://www.wealthy333.net/HOA/Wealthy-Iinkai/files2024/20240120_Doc1.pdf）
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3-B. 【長期修繕計画】 2024年度計画内容に関する調整案
◆ 答申案は未承認であり、実施に関する調整は不要だが、計画にお
ける再計上の調整が必要。

◆ 答申案にある2024年度の計画内容は下表のように3種あり、それ
ぞれに実施および計画検討における調整が必要である。すでに理
事会に説明済み。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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項 目 計 画 内 容 調 整 案
消防設備3件 非常警報器具改修 調査費用(*) 管理会社に打診

住宅情報盤改修
調査費用(*)
設計費(¥1,576k)

既に実施中（設計費は
500万円承認されている
が未使用の見込み）

住宅火災感知器改修 共用部 調査費用(*) 管理会社に打診
給排水管の
管体調査4件

屋内給水管改修(VB)
屋外給水管改修(VD)
屋内排水管
（台所・浴室系統）(DVLP/VP)
屋内排水管
（便所・浴室系統）(SGP-TA/VP)

調査費用(*) 
合計(¥3,400k)

計画検討において、
2025年度に管体調査
とその調査費用を再
設定する

給水ポンプ整備 1台/年の1年目にあたる 整備費用(¥1,009k) 1年ずらして計上する

20240810_事前配布資料

3-C. 【長期修繕計画】資金計画の修正案
◆ 計画の初年度を2025年度に変更するにあたっての、
要調整項目は以下の3点となる
1. 前ページにある8項目の調整（管体調査・調査費用の1年延期、給水

ポンプ整備計画の1年延期、住宅情報盤改修工事の工事監理費を実績
値で再計上）を実施する。

2. スタート時の修繕維持積立金額を2024年度予算から推計する。
3. 計画期間30年を維持するため、2054年度を計画期間内に入れるが、

2054年度には費用計上が無いため、作図だけの問題となり、資金計
画に影響は無い。

4. 大規模修繕工事の実績値を活用するための想定値上がり幅を、時期が
ずれた事により再計算する。

◆ 上記を勘案して金額等を調整した長期修繕計画表を
Ver9.2とし、以後の検討の叩き台とする（紙で配付予定）

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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3-D. 【長期修繕計画】マンション総合保険更新に係る経費等
◆マンション総合保険の値上がりにより、管理費会計に
おける余剰金が目減りしていくと想定される。
◇ 5年後の保険更新にあたり、修繕維持積立金会計からの前払い
が可能であるとの保証は無い。前払いをしてしまうと、その分
の現金による保険が消えるようなもの。

◇ 前払いが出来ない可能性を評価して、必要であれば早期に管理
費を値上げして、管理費会計に積み立てておくべきではないか。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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項 目 金 額 摘 要

立 替 金 10,016,976 令和6年度の保険料

前 払い 費用 40,061,744 令和7年度～令和10年度の保険料

合 計 50,078,720

資産の部
修繕維持積立金会計

項目 ＼ 年度 2024 2025 2026 2027 2028

年 度 収 入 50,623,720 50,623,720 50,623,720 50,623,720 50,623,720

前年度繰越金 49,302,753 49,606,473 48,550,593 46,094,325 42,195,657

45,320,000 46,679,600 48,079,988 49,522,388 51,008,059

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

次年度繰越金 49,606,473 48,550,593 46,094,325 42,195,657 36,811,318

年度支出

管理費会計シミュレーション

①年度支出の保険以外に年3%のインフレ想定
②年度支出の保険増分500万円が2029年以降、どこまで
上がるのかは読み切れない。

①マンション管理計画認定を受けるた
めに、この方法を避けるためには、
2029年度の管理費会計に同程度の
資金余裕が必要。
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3-E. 【長期修繕計画】マンションすまい・る債との関係の検証
◆ 修繕維持積立金の残額に関する年度推移を検証すれば良い。
◆ 必要な値上げ後の推移では2037年に3億円と予想される。運用を検討するべき期間
を次の大規模修繕工事までと考えれば、2037年の3億円を目処に検討すれば良い。

◆ 年々の実績値で追いかけて、リスク回避をし続ける必要があるだろう。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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4．次回以降の進め方について
◆次回委員会は 2024年9月14日土曜日 を予定します。

◆本配布資料とは別に、委員会での討議用の資料を別途配布します
が、本配布資料も併せてご持参ください。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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Appendix
A1. 標準管理規約等の改正（R060607)
A2. 区分所有法制の見直し
A3. 法制審議会第196回会議
A4. これまでの総会における欠席組合員数の経緯
A5. これまでの総会における採決状況
A6. 諮問対応のスケジュール感

2024/10/12
秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 

20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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A1. 標準管理規約等の改定（R060607)
◆国土交通省はR6/6/7に3件のガイドライン等改定を報道発表した。
1. マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策
定について
◇～外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました～
2. 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マン
ションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
◇～「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」～
3. 「マンション標準管理規約」の改正について
◇～所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改
正を行います～

◆標準管理規約改定の概要は下記7点としている。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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1. 組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み 2. 所在等が判明しない区分所有者への対応
3. 修繕積立金の変更予定等の見える化 4. 総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
5. EV（電気自動車）用充電設備の設置の推進 6. 宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等
7. 「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考
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2. 【諮問】団地管理組合規約の改正に関する対応方法の検討
(資料#1:20240810_ウェルシー委員会事前配布資料の参照スライド番号を記載する）

(A)これまでの経緯確認（否決経緯の分析）
P3:2-A. 【規約改正】これまでの経緯まとめ
P5:2-C. 【規約改正】臨時総会の結果（規約本文のみ）
P20:A4.これまでの総会における欠席組合員数の経緯
P21:A5.これまでの総会における採決状況

(B)標準管理規約改定内容の確認
P17:A1.標準管理規約等の改定（R060607)

(C)答申案の取扱状況
P7:2-E. 【規約改正】議論の方向性について

Ø 今後の進め方
以上の確認・認識に基づいて、上記(C)に示した方向性による10月・11
月の討議をへて、今回の答申案をとりまとめていく。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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2-E

A6. 諮問対応のスケジュール感
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討

長
期
修
繕
計
画
検
討

(1) 規約本文・別
表の検討・答申

臨時総会

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3
2025年度（4月～3月） 2026年度2023年度

2024 (令和6)年 2025 (令和7)年 2026 (令和8)年
2024年度（4月～3月）

(2) 第８章棟総会の検討
計画・広報作成

理
事
説
明
会

答
申

委
任
状
の
件

理
事
説
明
会

(4)長期
修繕計
画案今
年度実
施事項
の検討

報
告

(3)長期
修繕計画
案の答申
内容の調
整・検討

答
申

住
民
説
明
会

(5) 
対応
検討

報
告

(2’) 第８章棟総会
の改正議案作成

住
民
説
明
会

(臨時)棟総会

理
事
説
明
会

答
申広

報

住
民
説
明
会 規約改正検討計画についての考え方

Ø 区分所有法改正を活用しやすいように、議案を調整する。そ
のため、規約の改正を3種類に分けてそれぞれ議案化して、
段階的に順次、採決･施行する方法を提案する。
①法令対応・誤植訂正等
②標準管理規約への準拠条項
③提案内容

Ø 2024年度は、第８章棟総会について、これまでの経緯と区
分所有法による強行規定内容を、必要最低限なレベルでしっ
かり読んでいただけるような広報を実施する。

Ø 2025年度に、第8章の改正のための棟総会を実施して、規約
改正を完了させることを目指す。
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Appendix-1
A1-1. 今回の規約改定案の全体像 A1-20. 専用使用部分の劣化管理：４条文の精査(1/3)
A1-2. 規約等改定案の検討経緯 A1-21. 専用使用部分の劣化管理：４条文の精査(2/3)
A1-3. 規約本文の改定アプローチ A1-22. 専用使用部分の劣化管理：４条文の精査(3/3)
A1-4. 規約本文の改定案概要 A1-23. 別表２の変更について
A1-5. 別表類改定案の概要 A1-24. 区分所有法で団地に準用されない規定
A1-6. 書式・様式改定案の概要 A1-25. 標準管理規約の改定経緯
A1-7. 準拠していない事項 A1-26. 団地管理組合規約の改定経緯
☆標準管理規約への準拠の主なポイント A1-27. 規約の適正化および規約事項について
☆A1-8. 電磁的方法の導入/法改正対応 A1-28. 標準管理規約との差異がある条項
☆A1-9. 新年度会計 A1-29. 規約改定検討結果　表示URL
☆A1-10. 災害対応 A1-30. 2022(令和4)年度 規約改定検討結果  別表・書式・様式
☆A1-11. 専用使用部分関連 ☆【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
☆A1-12. 別表2：団地と棟別に分離 ☆A1-31. 案１：リフォーム細則第３条への追記第３項
☆A1-13. 別表3：共用部分の共有持分を壁芯計算へ ☆A1-32. 案２：別紙様式への追記(1/3)
☆A1-14. 別表4：専用使用権の区分検討 ☆A1-33. 案２：別紙様式への追記 (2/3)
☆A1-15. 別表6：棟総会の議決権割合を併記 ☆A1-34. 案２：別紙様式への追記 (3/3)
A1-16. 書式・様式改定案の詳細 A1-35. R6.4.7臨時総会議案について(1/3)第40条
A1-17. 専用使用部分の区分について A1-36. R6.4.7臨時総会議案について(2/3)第43条
A1-18. (別表２）共用部分の範囲の改訂案 A1-37. R6.4.7臨時総会議案について(3/3)第53条
A1-19. 第14条 専用使用権
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A1-1. 今回の規約改正案の全体像
◆ 規約本文等の改正案全体としての概要は下表のようになる。全体として、標準管理
規約に近づくことから、次回の検討時により取り組み易くなり、間違いが抑止され
ると期待される(準拠しない点の理由も有意義であろう) 。表記形式に関する変更も実施する。

◆ 総合的には、①現行運用状況の規約根拠が明確化する、②全棟一括管理・全棟一括
経理の整備が進む、③現状の運用課題に対応する、という内容になっている。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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改正対象 主な改正ポイント 組合運営上の影響 組合員への影響 総合的
意義

規約本文

災害対応 災害時の応急対応が可能となる 管理組合に防災をより期待出来る ③
棟別管理への対応 一括管理が補強される 特に無し ②
専用使用部分関連 現行の運用が明確化される 現行の運用通り変更無し？ ①
新年度会計 現行の運用がルール通りとなる 特に無し ①②
電磁的方法の導入、法改正
対応、使用細則

電磁的方法について準備がやり
やすくなる

• 法改正対応が明確になる
• 細則の取扱が標準通りで問題無し ①

別表類 団地・棟別の分離 棟別となる案件での厳密な取扱
が可能・必要になる

門扉が共用部分、網戸が専用使用部分と、
運用通りに規定される ①②

資料・
別紙様式

• 日付の西暦化
• リフォーム申請4分割
• 賃借時の書式整備
• 閲覧申請を整備
• 占有者リフォーム整備

• リフォーム、閲覧申請対応、賃
借管理などが明確化される

• 管理人の事務に変化あり
• 文書管理の必要性が増す

• リフォーム申請が明確化され一部は便利
になる

• 資料閲覧の手続きが面倒になるが、閲覧
対象がはっきりし、実質的に広がる

①③

既存細則
• 現状の運用を反映
• 駐車車両のサイズ規定
• 防犯カメラ閲覧に共同利益
に反する行為を追加

• 駐車場契約時の確認事項が増え
る

• 役員選挙の開票事務が変化

• サイズ超の車両を置けなくなる
• 役員選挙の投票用紙に住戸タイプが併記
される ①③

56
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等の改正案説明会資料の抜粋
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A1-2. 規約等改正案の検討経緯
日時 検討の場 内容 まとめ

2021/05/30 第30回定期総会 計画議案の第3項「団地管理組合規約等の改正に関し
て」が承認されました。

令和3年度中
① 規約の全面改正に着手した。
② 委員会での検討が進行したが、
コロナ禍もあり、規約本文の
検討も完了しなかった。

③ 内容を精査して、次年度に
しっかり取り組む事を意識し
た修正諮問を行った。

2021/06/18 第1回定例理事会 規約改正検討の諮問案を討議・可決しました。
2021/07/10 第1回ウェルシー委

員会
規約改正検討を諮問しました。

2021年度中 ウェルシー委員会 コロナ禍対応もあり、7回の委員会開催にとどまり、規
約本文の検討が終了せず。

2022/02/19 第9回定例理事会 検討内容が質量ともに膨大であることや、コロナ禍に
よる検討スケジュールの遅延、住民周知・意向反映の
時間確保などの観点から、拙速を避けてより良い検討
結果を目指す意図から、規約検討の諮問内容を追加・
修正しました。

2022/05/29 第31回定期総会 計画議案にて、諮問時点でのスケジュールを見直し、
新たな観点を加えて規約検討の継続をご承認いただき
ました。

2022年度中 ウェルシー委員会 ほぼ同じメンバーでのウェルシー委員会において、規
約本文、別表、書式・様式を対象にさだめ、全文の改
正案検討を進めました。 令和4年度途中まで

① 規約本文等が委員会承認され、
答申された。

② 細則改正案と会計構造改革案
の検討進捗が報告されている。

2022/10/08 第4回ウェルシー委
員会

規約本文等の改正案が承認されました。

2022/10/15 第5回定例理事会 規約本文等の改正案が答申されました。
2022/11/12 第5回ウェルシー委

員会
細則改正案（一部を除く）がまとまりました。細則税
対と会計改革案の検討・採決が残っています。

2022/11/19 第6回定例理事会 上記の状況が報告されました。
2022/12/04 規約改正案説明会 3案の内容を理事に説明する場を設けた。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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A1-3. 規約本文の改正アプローチ
◆諮問を受けて、最新の団地型標準管理規約(2021/6/22版)を参考にし、(ア)前回の規約改正（2005/3）時の残課
題、(イ)状況変化・業務課題、(ウ)標準管理規約の変遷の3つの観点から、合わせて11件の課題について、検討に
取り上げるか否かの議論から始めた。結論として以下の3点を得て、議論を開始しました(2021年8月）。
1. 規約・細則での対応がふさわしくない観点を除く
2. (ア) (イ)については主に既存細則の改正で対応する
3. (ウ)の標準管理規約をベースにした検討でほとんどの観点に対応する。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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項目 概要

1 総会の活性化 アフターコロナ？
電子化の促進？

次回の改定検討ま
で先送り

2 理事会と委員会の関係調整 委員会細則検討の中で議論 ②細則全般
3 理事会の中期的暴走を止める手段が無い No idea 妙案無し
4 事務の電子化推進 標準管理規約準拠の方向で ①標準管理規約

5 最近の理事会において課題となった諮問第3 項
目

諮問項目でもあり、そのまま取り
上げる

③専用使用部分
の劣化管理

6 大規模修繕工事において工事管理に伴う出費に
関する議論があった件

（工事仕様等で対処し、規約での
特別な対応を検討しない）

①残土処理
②管理人の月曜執務
③室外機の脱着費用
④サッシビートの件

7 役員選出にあたって認識された不公平感などの
課題

役員選挙細則と輪番の実態に関す
る議論 ②細則全般

8 新年度予算成立までの経常的支出に関する整理 標準管理規約準拠の方向で ①標準管理規約

9 役員確保の為の諸施策および外部専門家の活用 その他の案件（他にもいくつかあ
るので、併せて） ①標準管理規約

10 緊急時の対応や災害時の意志決定手続き 標準管理規約準拠の方向で ①標準管理規約

11 共用部分に係る保存行為及び管理行為の取扱い 標準管理規約準拠の方向で
（諮問３において対応） ①標準管理規約

規約に関する検討において参
考にしてきた標準管理規約の
変遷とその検討状況において
課題と認識されてきた事柄
（民泊など一部対応済みの観
点を除く）および、民法など
の法令改正への対応

(ウ)標準管理
規約の変遷

課題リスト 考察・今回の取り上げ方（案）

上記以降に行われた部分的な
改定経緯を勘案して、状況変
化（高齢化の進捗、建屋等の
経年劣化、大規模修繕工事の
実施状況、長期修繕計画の見
直し）に対応して、課題と
なってきた事柄や、今後課題
となると想定される事柄

(イ) 状況変化
への対応

(ア)前回全面
改訂時の残課
題

 前回の全面改定時（2005
（H17）年3 月臨時総会）に
行った検討において、残課題
とされた事柄

34
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A1-4. 規約本文の改正案概要
◆最新の団地型標準管理規約(2021/6/22版)を参考にしながら、全82条文について2度に渡って精査した。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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判断 検討のポイント 対応条文 検討の観点

準
拠
し
な
い

変更無しの28条文
1,4,5,8,9,10,11,20,24,32,
33,36,41,47,52,57,58,61,64,
68,70,75,76,77,78,79,80,81

標準管理規約とおりであり変更無し
（全文検討時に追記・変更ありの条文有り）

公正証書の記述 2,8 現状、存在しないため、削除した 第2条（定義） 第8条（共用部分の範囲）
検討済み条文 12,15,192,33,34,44,46,53,

62,63,66
現行規約以前に検討・改正の経緯があり、その際の趣旨を尊重し、個別に検討
した結果を採用した

外部役員対応 37,39-2,40,42,43,53,54,55,
56

現時点では外部役員を想定しない判断となり、規約の対応討議の結果、条項単
位での変更を導入しない。ただし、利益相反、利害関係に関連する条項は取り
入れることとした。 39条の２（利益相反取引の防止）

棟別管理 25,29,30,31,20,65,67
棟別での災害復旧、建替え、分割、清算などへ備えるかどうかを討議の結果、
導入しないとした。29条をほぼ空っぽにして、棟別修繕積立金に関する記述を
全文に渡って削除した。

準
拠
す
る

標準管理規約との
差分から改廃の検
討を実施したもの

現行第50条十五項 条文は錯誤、訂正した意味合いは不要になるので削除する 第50条（議決事項）
現行第62条七項 団地建物居住者の権利を損なう違法性のおそれがあるので、削除する
現行第25条防火管理者 法令によって設置が義務づけられており、必要経費の支払いを管理費の使途条

項の一項目に規定すれば充分であり、削除する。
現行第37条役員選挙 第36条:役員の一項目として、細則によることを示せば良いので、削除する。

条文順序の変更 51,52 前回改正時の検討漏れであり、準拠する
電磁的方法の導入 45,48,49,52,69,71,82 電磁的方法の導入を可能としておく
法改正対応 29,45,46,49,50,52,69,72,73,

74,82 各種法令改正に対応した変更点と明記されているものは、そのまま準拠とした
使用細則 3,13,18,19,39 諸細則という表記を削除し、使用細則と議決事項による表現に準拠とした
新年度会計 第60条（収支予算の作成及び変更） 2011年版標準管理規約で提唱されているもの。4，5月の定例業務への対応に配

慮したもの
災害対応 第23条 第56条 2016年版標準管理規約で提唱されているもの。災害時の緊急対応に配慮したも

の
表記の差 2,6,7,16,26,38-2,59 法令改正との明記が無いが、意味合いとして法令を意識した趣旨のもの
専用使用部分関連 14,17,21,22,別表５ 議論の結果を受けて別表（区分）を修正、窓ガラス細則の導入は見送り、ほぼ

準拠となった
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A1-5. 別表類改正案の概要

◆ 上記の4点について変更がある。それぞれの変更点についてご理
解いただきたい。
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概要

別表１ 対象物件の表示 土地建物の表示と配置図 別表１ 変更無し

別表２ 共用部分の範囲 附属施設と建物共用部分（附属設
備含む） 別表２ 団地と棟別に分離

別表３ 土地及び共用部分等の共有持分 定義と専有部分床面積及び敷地権
割合（内壁計算・登記面積） 別表３

別表４ 専有部分の面積 壁芯計算による面積（規約１０条
２項） 無し

別表５ バルコニー等の専用使用権 専用庭などの位置/用法など 別表４ 検討結果に沿って変更

別表６ 共用施設使用料 駐車場などの使用料 別表５ 変更無し

別表７ 議決権割合 団地建物所有者としての議決権割
合 別表６ 棟総会の議決権割合を併記し

た表（内壁計算のまま）

付表 管理費・修繕維持積立金（月
額）一覧

管理費・修繕維持積立金（月額）
一覧 付表 変更無し

現行規約 改定案

標準規約の形式で併記した共
有持分の表
（共用部分を壁芯計算へ）

20

21

22

23
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A1-6. 書式・様式改正案の概要
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24

# 規約・細則における規定 規定の様式 問題 対応案（○：規定・様式あり、△：書式のみ有り、✕：書式無し） 採番
1 規約第１９条　専用使用部分の貸与 資料１ ○ 既存書式で問題なし 資料1
2 規約第１９条の２第１項第３号 承諾書 ○ 資料５として規約集に掲載 資料５
3 規約第２１条　共用部分の管理　共用部分・管理組合保有物品の借用願いが関係すると考える 借用・使用許可願い △ 資料６として規約集に掲載 資料6
4 規約第３３条　組合員資格変更届出 資料２ ○ 既存書式で問題なし
5 規約第４５条　団地総会の招集手続き　第２項　届け出た宛先 資料２による届け出 ○ 既存書式で問題なし
6 規約第４８条第３項　議決権を行使する者１名の選任を理事長に届け出る 無し ✕ 出席票を改善して運用　規約集に掲載しない -
7 規約第４８条第４項　書面による議決権行使 議決権行使書 ○ 規約集に掲載しない -
8 規約第４８条第６項　代理人証を理事長に提出 委任状 ○ 規約集に掲載しない -
9 規約第６６条第１項～第３項 閲覧申請書１，２ △ 資料３、４として規約集に掲載 資料3/4
10 規約第６９条　棟総会の招集手続き　第２項　届け出た宛先 資料２による届け出(*1) ○ 既存書式で問題なし 資料2
11 規約第７１条第３項　棟総会で議決権行使者１名の選任を招集者に届出 無し(*2) ✕ ＃3を参考にすれば良い -
12 規約第７１条第４項　棟総会での書面による議決権行使 無し(*2) △ ＃4を参考にすれば良い -
13 規約第７１条第６項　棟総会で議決権を行使する代理人証 無し(*2) △ ＃5を参考にすれば良い -
14 規約第８０条　管理組合への届出事項 （無し） - 運用実績無く、書式を用意しない -
15 共同生活細則第６条(1)の届出：専有部分の改修、改造、営繕工事をする場合（別に定める細則にしたがうこと） △
16 共同生活細則第６条(2)の届出：電気、ガス、給排水、通信等の諸設備の新設、増設、除去、変更をする場合 △
17 共同生活細則第7条(1)の通知：入居、転居、売却する場合 資料２など ○ 既存書式で問題なし 資料2
18 共同生活細則第7条(2)の通知：専有部分を第三者に占有させる場合 資料１ ○ 既存書式で問題なし 資料1
19 共同生活細則第7条(3)の通知：長期（1か月以上）不在とする場合 転出届 △ 別紙様式11として規約集に掲載 様式11
20 共同生活細則第7条(4)の通知：駐車場等の使用契約を解約する場合 専用使用変更届出書 △ 別紙様式12として規約集に掲載 様式12
21 集会室使用細則第９条申込 別紙様式１ ○ 既存様式で問題なし 様式1
22 専用庭使用細則第４条　維持管理 別紙様式３？ ○ 様式が無いため別紙様式3の類型を用意 様式3-4
23 役員選挙細則第６条の立候補届 別紙様式２ ○ 既存様式で問題なし 様式2
24 リフォーム細則第３条の承認申請（別紙様式３） 別紙様式３ △ 条分調整して３分割 -
25 （1）住宅の改修をするとき。（ただし、木造造作等の軽易な改修および原状回復のための改修を除く。） 別紙様式３ ○ 別紙様式３を、3-1として、このケースのみとして精査する。 様式3-1
26 （2）共用部分を改修又は塗装するとき。 別紙様式３ ○
27 （3）住宅又は共用部分にアンテナ、その他近隣に影響をおよぼすおそれのある物を設置するとき。 別紙様式３ ○
28 （4）規約第22条第１項に定める窓ガラス等の改良工事 別紙様式３ ○ 別紙様式３-3として、必要事項のみを残し、取扱を明記する。 様式3-3
29 リフォーム細則第４条第１項５号の承諾書 別紙様式５ ○ 既存様式で問題なし 様式5
30 リフォーム細則第４条第１項５号の確認書 別紙様式６ ○ 既存様式で問題なし 様式6
31 リフォーム細則第４条の第１項６号の誓約書 別紙様式４ ○ 既存様式で問題なし 様式4
32 リフォーム細則第８条　占有者のリフォームについての承諾書 無し ✕ 無ければ作成して、別紙様式13として規約集に掲載 様式13
33 規定無し 工事完了報告書 △ 規定が無いが様式は存在している、運用実績無し。 -
34 理事会運営細則第２条　代理人への委任状 別紙様式７ ○ 既存様式で問題なし 様式7
35 防犯カメラの閲覧申請 別紙様式８ ○ 既存様式で問題なし 様式8
36 防犯カメラの閲覧申請への適否の通知 無し ✕ モデルに有る様式から作成し、別紙様式9として規約集に掲載 様式9

様式10

様式3-2別紙様式３-2として不要事項を消し、必要事項を追記し、取扱を
明記する。

軽易改修および原状回復
工事届出書 別紙様式1として規約集に掲載

資料2
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A1-7. 準拠していない事項
◆現行の標準管理規約に準拠していない主な事項は以下の2点である。
1. 棟別管理

Ø 当団地では、区分所有法第65条に定められた団地建物所有者の団体構成の条件を満たし、
2005(H17)年3月27日開催の臨時総会における議案第1号の可決により、団地管理組合規約
を定めた。その際、第8章棟総会の条項は準拠して取り入れたが、棟別修繕積立金は設けず、
棟別共用部分などの規定はなかった。

Ø 別表などで、団地・棟別の分離などを今回の検討で進めた。
Ø 棟別修繕積立金を設けないとすることによる波及事項について、対応案を検討した（団地
修繕積立金によるとする条項とした72条6項、73条2項三号等）。

Ø 棟総会の実運用の準備が必要と考えられるが、検討していない。建替え、敷地分割、清算
などの対応において、棟別修繕積立金を設けない事の問題点を検討したが、明確な課題は
見いだせなかった。

2. 外部役員
Ø 現行の標準管理規約では、外部専門家活用の3パターンを紹介し、それぞれにおいて役員関
連の条文に追加・変更条項を用意している。
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外部専門家対応の条項例
Ø 委員会の討議の結果、当面、外部役員を置く
考えが無いとの結論に至り、関連の追加・変
更条文を取り入れない事とした。

Ø 利益相反などの改正は、現状においても有意
義と判断し、取り入れるとの判断となった。
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標準管理規約への準拠の主なポイント

A1-8. 電磁的方法の導入/法改正対応
◆ 電磁的方法の導入
◇ 電磁的方法・WEB会議システムとは何かについて、標
準管理規約の令和3年改正で導入された第2条10・11号
に定義された。

◇ 以前の版では数条に留まっていたが、15条に渡って導
入された。

◇ 今回の改正検討では、全て標準管理規約通りに導入し
ている。

◆ 法改正対応
◇ 民法（時効制度の変更）
◇ 区分所有法（議事録への押印不要、電磁的方法による
買取請求・建替え参加の回答催告への回答）

◇ マンションの管理の適正化の推進に関する法律（管理
計画認定制度の新設）

◇ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（要除却
認定の対象拡大、団地における敷地分割制度の創設）

◇ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律（押印の廃止）
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⑤電磁的（15）
第2条（定義）
第17条（専有部分の修繕等）
第19条の2 （暴力団員の排除）
第46条（組合員の団地総会招集権）
第48条（議決権）
第49条（団地総会の会議及び議事）
第51条（総会の決議に代わる書面による合意）
第52条（議事録の作成、保管等）
第55条（理事会の会議及び議事）
第66条（帳票類の作成、保管）
第68条（棟総会）
第71条（議決権）
第73条（消滅時の財産の清算）
第74条（議事録の作成、保管等）
第75条（書面又は電磁的方法による決議）
第82条（規約原本）

⑥法改正対応（11）
第29条（修繕維持積立金）
第45条（招集手続）
第46条（組合員の団地総会招集権）
第49条（団地総会の会議及び議事）
第50条（議決事項）
第52条（議事録の作成、保管等）
第69条（招集手続）
第72条（議決事項）
第73条（消滅時の財産の清算）
第74条（議事録の作成、保管等）
第82条（規約原本）
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標準管理規約への準拠の主なポイント

A1-9. 新年度会計
u標準管理規約（団地型）のコメント（第60条）には以下の様に記
述されている。

①通常総会は、第42条第3項で新会計年度開始以後２か月以内に招
集することとしているため、新会計年度開始後、予算案の承認を
得るまでに一定の期間を要することが通常である。第3項及び第4
項の規定は、このような期間において支出することがやむを得な
い経費についての取扱いを明確化することにより、迅速かつ機動
的な業務の執行を確保するものである。なお、第4項の規定につ
いては、公益法人における実務運用を参考として、手続の簡素
化・合理化を図ったものである。
②第３項第一号に定める経費とは、第27条各号に定める経費のうち、
経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがや
むを得ないと認められるものであることから、前年の会計年度に
おける同経費の支出額のおよその範囲内であることが必要である。
③ 第3項第二号に定める経費とは、総会の承認を得て実施している
工事であって、その工事の性質上、施工期間が長期となり、二つ
の会計年度を跨ってしまうことがやむを得ないものであり、総会
の承認を得た会計年度と異なる会計年度の予算として支出する必
要があるものであって、かつ、第1項の承認を得る前に支出する
ことがやむを得ないと認められるものであることが必要である。 
④第5項は、第56条第1項第十号の決議に基づき、理事長が支出を行
うことができることについて定めるものである。 
⑤第6項は、第21条第6項の規定に基づき、災害等の緊急時において
敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合に、理事長が支出を行
うことができることについて定めるものである。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx

38

（収支予算の作成及び変更）
第６０条　理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を
得なければならない。
２ 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、そ
の承認を得なければならない。
３ 理事長は、第５８条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認を得るま
での間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承
認を得てその支出を行うことができる。
一 第２７条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第１
項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費で
あって、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
４ 前項の規定に基づき行った支出は、第１項の規定により収支予算案の承認を得
たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
５ 理事会が第５６条第１項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第２項
の決議に基づき、その支出を行うことができる。
６ 理事長は、第２１条第６項の規定に基づき、土地及び共用部分等の保存行為を
行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。

Ø長期の施工期間へのやむを得ない対応を
規定

Ø災害等で総会開催が難しい場合、理事会
決議での支出対応

Ø災害等の緊急時に総会・理事会開催を待
たずに理事長が必要な支出を行うもの

Ø 第５６条第１項第十号の決議とは、「災害等により団地
総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事
の実施等」

Ø 第２１条第６項の規定とは、「６ 理事長は、災害等の緊
急時においては、団地総会又は理事会の決議によらずに、
土地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができ
る。」
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標準管理規約への準拠の主なポイント

A1-10. 災害対応
Ø 23条の立入については、多くの判例により立入拒絶や拒絶によ
る損害の賠償など、管理組合側の請求が肯定されている。コメ
ントには以下の様に記述されている。

①第４項の緊急の立入りが認められるのは、災害時等における共用部分に係る緊急的
な工事に伴い必要な場合や、専有部分における大規模な水漏れ等、そのまま放置す
れば、他の専有部分や共用部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるお
それがある場合に限られるものである。
②第４項の規定の実効性を高めるため、管理組合が各住戸の合い鍵を預かっておくこ
とを定めることも考えられるが、プライバシーの問題等があることから、各マンシ
ョンの個別の事情を踏まえて検討する必要がある。

Ø 56条第1項第十号および第2項について
①第１項第十号の「災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な
修繕工事の実施等」の具体的内容については、次のとおりである。
A) 緊急対応が必要となる災害の範囲としては、地震、台風、集中豪雨、竜巻、落雷、豪雪、
噴火などが考えられる。なお、「災害等」の「等」の例としては、災害と連動して又は単
独で発生する火災、爆発、物の落下などが該当する。

B) 「団地総会の開催が困難である場合」とは、避難や交通手段の途絶等により、組合員の団
地総会への出席が困難である場合である。

C) 「応急的な修繕工事」は、保存行為に限られるものではなく、二次被害の防止や生活の維
持等のために緊急対応が必要な、共用部分の軽微な変更（形状又は効用の著しい変更を伴
わないもの）や狭義の管理行為

◇ （変更及び保存行為を除く、通常の利用、改良に関する行為）も含まれ、例えば、給水・
排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新、エレベーター附属設備
の更新、炭素繊維シート巻付けによる 柱の応急的な耐震補強などが「応急的な修繕工事
」に該当する。また、「応急的な修繕工事の実施等」の「等」としては、被災箇所を踏ま
えた共用部分の使用方法の決定等が該当する。

◇ なお、理事会の開催も困難な場合の考え方については、第２１条関係⑪を参照のこと。
②第２項は、応急的な修繕工事の実施に伴い必要となる資金の借入れ及び修繕積立
金の取崩しについて、第５０条の規定によれば団地総会の決議事項であるところ
、第１項第十号の決議に基づき実施する場合には、理事会で決議することができ
るとするものである。
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（必要箇所への立入り）
第２３条 前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、
他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
２ 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはな
らない。
３ 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損
害を賠償しなければならない。
４ 前３項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、
緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大
な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又
は委任した者に立ち入らせることができる。
５ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
（議決事項）
第５６条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決
議する。
一 収支決算案、業務報告案、収支予算案及び業務計画案
二 規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更又は廃止に
関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の団地総会提出議案
五 第１７条、第２１条及び第２２条に定める承認又は不承認
六 第６０条第３項に定める承認又は不承認
七 第６２条第４項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法
的措置の追行
八 第７７条に定める勧告又は指示等
九 団地総会から付託された事項
十 災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施
等
２ 第５０条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合において
は、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び団地修
繕積立金の取崩しについて決議することができる。
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標準管理規約への準拠の主なポイント

A1-11. 専用使用部分関連
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（別表5）

専 用 庭 専用テ ラス ルーフバルコ

ニ ー

サービスコー

ト

バルコニー

玄関ポーチ

玄 関 扉

サ ッ シ

窓 ガ ラ ス

集合郵便受 駐 車 場

バイク 置場

自転車置場

位 置 １階各専有部

分に接する庭

各専有部分

に接するテラ

ス

各専有部分

に接するルー

フバルコニー

各専有部分

に接するサー

ビスコート

各専有部分

に接するバル

コニー，玄関

ポーチ

各専有部分

に付属する玄

関 扉 ， サ ッ

シ，窓ガラス、

網戸

１階入り口に

設置された集

合郵便受

敷地の一部

に設置された

駐車場，バイ

ク置場，自転

車置場

用 法 使用細則によ

る

通常の用法

に従う
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

使用細則によ

る

専用使用者 当該専有部

分の区分所

有者

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　上

期 間 区分所有権

存続中
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　上

条 件 有償 同　左 同　左 同　左 無償 同　左 同　左 有償

通常管理の

費 用
当該専用使

用者
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 管理組合

バルコニー等の専用使用権

注記案：
(*1) ダイヤル錠を含む構造・機能に関わる故障については、

管理組合負担での管理とする。

(*1)
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標準管理規約への準拠（別表）の主なポイント

A1-12. 別表2：団地と棟別に分離
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現行規約の別表2 規約改正案の別表2

団
地
と
棟
別
に
分
離
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標準管理規約への準拠（別表）の主なポイント

A1-13. 別表3：共用部分の共有持分を壁芯計算へ
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現行規約の別表3/4 規約改正案の別表3

標
準
管
理
規
約
を
参
考
に
精
査

Ø 定義内容と数値に変更は無い。
Ø 言葉遣いの問題を修正し、標準管理規
約の形式に整えておくことで、以後の
適用・検討に資する事が出来る。

分離
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標準管理規約への準拠（別表）の主なポイント

A1-14. 別表4：専用使用権の区分検討
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現行規約の別表5 規約改正案の別表4

# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622版_団地型標準管理規約 団地管理組合規約_改定案_答申版 改定☆
60 第14条（バルコニー等の専用使用権） （バルコニー等の専用使用権） （バルコニー等の専用使用権）

61

団地建物所有者は、別表5に掲げるバルコニー、ポーチ、門扉、玄関扉、窓
枠、窓ガラス、1階に面する庭、専用テラス、ルーフバルコニー及びサービス
コート（以下この条、第21条及び別表5において「バルコニー等」という。）
について、同表に掲げる区分所有者が、専用使用権を有することを承認する。

第１４条 団地建物所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、
窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス（以下この条、第２１条第１項及び
別表第４において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとお
り、専用使用権を有することを承認する。

第１４条 団地建物所有者は、別表4に掲げるバルコニー、玄関ポーチ、玄関
扉、窓枠、窓ガラス、網戸、1階に面する庭、専用テラス、ルーフバルコニー
及びサービスコート（以下この条、第21条及び別表4において「バルコニー
等」という。）について、同表に掲げる区分所有者が、専用使用権を有するこ
とを承認する。

☆

62
2  バルコニー等について専用使用権を有している者は、別表6の定めにより、
管理組合へ使用料を納入しなければならない。

２ 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところ
により、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

2  バルコニー等について専用使用権を有している者は、別表5の定めにより、
管理組合へ使用料を納入しなければならない。 ☆

63
3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が
専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

３ 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が
専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が
専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 =

Ø 専用使用部分の在り方について標準管理規約の考え方を参考に検討した。26
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標準管理規約への準拠（別表）の主なポイント
A1-15. 別表6：棟総会の議決権割合を併記
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現行規約の別表7 規約改正案の別表6

棟
別
を
併
記

Ø 全棟一括管理を選んだ団地においても、団地関係に準用されない事項を議決するた
めに、棟別集会は必須である。そのため、団地総会の中で棟別決議するためにも、
棟総会における議決権割合が必要であることがはっきりした。

Ø そのため、定義に基づき、壁芯計算の専有面積按分での棟別の議決権を算出し、議
決権表に併記することとした。
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A1-16. 書式・様式改正案の詳細
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◆ 運用中の様式は他にも多数あるが、規約・細則中に関連する記載が無いものは、今回の検討で
は取り上げなかった。棟総会についても準備していない（下記注釈参照）。

◆ 全ての書式・様式で、以下の改正を実施した。
◇記入する日付を西暦に統一した（元号の変化のみでの書
式・様式の改正手続きを不要とした）

◇個人情報管理細則に基づく注記を記載した。
◆ リフォーム承認申請を4種類に分け、それぞれ添付
書類などを必要なもののみに整備した。提出納期を
着工５週間前に揃えた。

◆ 規約66条に基づく閲覧申請の初めての運用があっ
たこともあり、条文に沿って閲覧申請の資料2種を
新設した。

◆ 要望書や総会関連の様式は取り上げなかった。

No 関連条文 書式 概要 New
1 規約 19条 資料1 第三者に占有させる場合 ★
2 規約33,45,69条 資料2 入居、転居、売却する場合
3 規約 66条 資料3 閲覧申請書１（組合員用） ★
4 規約 66条 資料4 閲覧申請書２（利害関係者用） ★
5 規約 19-2条 資料5 代理行使容認書面、誓約書 ★
6 規約 13条 資料6 共用部分・管理組合保有物品借用・使用許可願い
7 集会室　９条 様式1 集会室使用申請
8 役員選挙　６条 様式2 立候補届
9 リフォーム　３条 様式3-1 ３-1　住宅リフォーム ★
10 リフォーム　３条 様式3-2 ３-2　共用部分・アンテナなど ★
11 リフォーム　３条 様式3-3 ３-3　窓ガラス ★
12 規約第22条第１項 様式3-4 専用庭　維持管理 ★
13 専用庭　４条 様式4 （リフォーム誓約書）
14 リフォーム　４条 様式5 （リフォーム承諾書）
15 リフォーム　４条 様式6 （リフォーム確認書）
16 リフォーム　４条 様式7 理事：代理人への委任状
17 理事会　３条 様式8 防犯カメラの閲覧申請
18 防犯カメラ 様式9 防犯カメラの閲覧申請の適否通知 ★
19 リフォーム　６条 様式10 軽易改修および原状回復工事届出書
20 共同生活　７条 様式11 転出届
21 共同生活　７条 様式12 専用使用変更届出書
22 リフォーム　８条 様式13 占有者のリフォームについての承諾書 ★

(*1) 規約中、管理組合とは、団地管理組合のことを指しており、
第６９条における届け出は、団地管理組合に対する組合員資格
変更届の提出のことを指すと考えられる。棟総会の招集者は、
団地管理組合の理事長とは限らないが、その招集にあたって、
当該棟の区分所有者の団地建物所有者としての申請情報である
個人情報を、棟総会の招集者に提示する事になる規定となって
いる。理事長以外の招集者の場合に、問題となる可能性がある。

(*2)棟総会は開催の事例が無く、出席票・委任状・議決権行使書を
作成・運用した実績が無い。ここでの出席票・委任状・議決権
行使書が適切に作成され、運用されることは望ましいとはいえ、
保証が無いことを理解しておく必要がある。団地管理組合規約
に、確認のために規定するとしても、各番館での実務の状況は
想定出来ない。管理会社との管理業務委託契約において、棟総
会まで対象とは出来ていない。

27
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A1-17. 専用使用部分の区分について
◆前回の検討により、専用使用部分の区分についての検討が課題と
なった。（専有部分と共用部分の区分では無い）
◇「専用使用部分」は共用部分でありながら特定の所有者が専ら使用できる、とい
う部分である。専用の根拠・理由として、専有部分との位置関係が重要だろう。

◇現状の規定では、駐車場のように契約によるものや集合郵便受けのように法令に
より設置されるものを除けば、専有部分に接する・附属するという部分である。

◇専用庭・専用テラスを区分するフェンスや玄関ポーチを区分するアルミフェンス
は、専有部分に接していないので、他所への波及の点からも、「専用使用部分」
とするには無理があるだろう。
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区分の種類 現行の規定（別表５） 検討対象？

契約・細則 駐車場・バイク置場・自転車置場 外部コンセント、散水栓、給湯器

法令による
１階入り口に設置 集合郵便受け 量水器、電気メーター、

ガスメーター、インターホン

専有部分に接する 専用庭・専用テラス・ルーフバルコニー・
サービスコート・バルコニー・玄関ポーチ 無し？

専有部分に付属する 玄関扉，サッシ，窓ガラス、網戸 給排水管、電力配線、通信配線
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A1-18. (別表２）共用部分の範囲の改訂案
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 − 38 − 

（別表 2） 

 

共用部分の範囲 

 

附 属 施 設 
全体供給用ポンプ室、受水槽、駐車場、バイク置場、自転車置場、 

ゴミ置場、ポケットパーク、外柵、集会所、防災備蓄倉庫、案内 

表示板、引込用電柱、外灯、給排水・受配電・衛生・防災諸設備、 

テレビ共同視聴設備、植栽その他専有部分に属さない附属施設・ 

設備等 

建 物 共 用 部 分 

（附属設備含む） 
建物の基礎、外壁、界壁、床スラプ、梁、その他専有部分に属さ 

ない構造物 

廊下、外部階段、屋上、塔屋、バルコニー、テラス、サービスコ 

ート、玄関ポーチ、エレベーターホール、手摺、電気室、ポンプ 

室、エレベーター機械窒、その他専有部分に属さない建物部分 

受配電設備、給排水設備、衛生設備、エレベーター設備、防災設 

備、これらに附帯する各種配管・配線等の設備、照明器具、共同 

視聴アンテナ、集合郵便受、誘導標識、その他専有部分に属さな 

い建物の附属設備 

 

 

 

 

 

 

現行規約における「(別表２)共用部分の範囲」を、
棟の共用部分と団地共用部分に分ける形に改訂する案

議論ポイント
1. 植栽は全て団地共用か？
2. 給水・排水の分界点を盛り込むか？
3. 屋根付き駐車場は？
4. モニュメントは？
5. 「塔屋」はあるか？

現行規約

 − 38 − 

（別表 2） 

 

共用部分の範囲 

１．棟の共用部分 

 

 

２．団地共用部分 

附 属 施 設 全体供給用ポンプ室、受水槽、駐車場、バイク置場、自転車置場、

ゴミ置場、ポケットパーク、外柵、集会所、防災備蓄倉庫、案内

表示板、引込用電柱、外灯、防火水槽、電気借室、給排水・受配

電・衛生・防災諸設備、テレビ共同視聴設備（CATV 受配信設備）、

植栽その他専有部分・棟の共用部分に属さない附属施設・設備

等 

建物共用部分 

（附属設備含む） 

受配電設備、ポンプ室、給排水設備、衛生設備、共同視聴アンテ

ナ(UHF)、管理用倉庫等「団地内の附属施設たる建物」 

 
 

 

 

 

 

 

附 属 施 設 テレビ共同視聴設備（BS）、棟の建物に付随する植栽 

建物共用部分 

（附属設備含む） 

建物の基礎、外壁、界壁、床スラプ、梁、その他専有部分に属さ

ない構造物 

廊下、外部階段、屋上、塔屋、バルコニー、テラス、サービスコ

ート、玄関ポーチ、エレベーターホール、手摺、電気室、エレベ

ーター機械室、エレベーター設備、防災設備、これらに附帯する

各種配管・配線等の設備、照明器具、テレビ共同視聴設備（CATV・

BS 受配信設備）、共同視聴アンテナ(BS)、通信設備、集合郵便

受、誘導標識、その他専有部分に属さない建物の附属設備 

改訂案
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u 規約変更による専用使用権の設定変更は可能とはされているが、特別の影響を受ける
区分所有者の承諾が必要になるため、現状からの大きな変更は実質的に難しい。

出典：マンション標準管理規約の解説【４訂版】59～61
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# （現行　令和元年6月1日版）団地管理組合規約 （改訂原案）団地管理組合規約 メモ 改定の趣旨
60 第14条（バルコニー等の専用使用権） （バルコニー等の専用使用権） ②準拠

61

団地建物所有者は、別表5に掲げるバルコニー、ポーチ、門
扉、玄関扉、窓枠、窓ガラス、1階に面する庭、専用テラス、
ルーフバルコニー及びサービスコート（以下この条、第21条及
び別表5において「バルコニー等」という。）について、同表に
掲げる区分所有者が、専用使用権を有することを承認する。

第１４条 団地建物所有者は、別表5に掲げるバルコニー、玄関ポーチ、玄
関扉、窓枠、窓ガラス、網戸、1階に面する庭、専用テラス、ルーフバル
コニー及びサービスコート（以下この条、第21条及び別表5において「バ
ルコニー等」という。）について、同表に掲げる区分所有者が、専用使用
権を有することを承認する。

②準拠

ポーチ⇒玄関ポーチ
門扉が無くなる
網戸を加える
（別表５と揃える）

62 2 バルコニー等について専用使用権を有している者は、別表6
の定めにより、管理組合へ使用料を納入しなければならない。

2 バルコニー等について専用使用権を有している者は、別表6の定めによ
り、管理組合へ使用料を納入しなければならない。

①変更無し
63 3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地

建物所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用する
3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有
者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

①変更無し
76 第17条（専有部分の修繕等） （専有部分の修繕等） ②準拠

77

団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え
又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕
等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、理事長
（第40条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請
し、書面による承認を受けなければならない。

第１７条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又
は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」とい
う。）であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるも
のを行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３７条に定める理事長
をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認
を受けなければならない。

②準拠 リフォーム申請の対
象を明確化

78 2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及
び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならな

２ 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表
を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。

①変更無し

79

3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようと
するとき、又は不承認としようとするときは、理事会（第53条
に定める理事会をいう。以下同じ。）の決議を経なければなら
ない。

３ 理事長は、第１項の規定による申請について、理事会（第５３条に定
める理事会をいう。以下同じ。）の決議により、その承認又は不承認を決
定しなければならない。

②準拠 言い回しの差

80 4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範
囲内において、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を

４ 第１項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内にお
いて、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができる。

①変更無し
81 5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲

内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うこと
５ 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内におい
て、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合

①変更無し

82
６ 第１項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により棟の共用部
分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した団地建物
所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。

②準拠
リフォーム工事の他
への悪影響に関する
責任の明確化

83

７ 団地建物所有者は、第１項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者
の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中
における棟の共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前
に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長に
その旨を届け出なければならない。

②準拠 リフォーム届出の根
拠を明確化
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# （現行　令和元年6月1日版）団地管理組合規約 （改訂原案）団地管理組合規約 メモ 改定の趣旨
100 第21条（土地及び共用部分等の管理に関する貴任と負担） （土地及び共用部分等の管理に関する貴任と負担） ②準拠

101

土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担
においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のう
ち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその
責任と負担においてこれを行わなければならない。

第２１条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と
負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為
（区分所有法第１８条第１項ただし書の「保存行為」をいう。以下同
じ。）のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者
がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

②準拠 管理から保存行為に
限定

102
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の
管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合
がこれを行うことができる。

２ 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の
管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合
がこれを行うことができる。

②準拠 棟の、の追加
団地では必然

103

３ 団地建物所有者は、第１項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申
請して書面による承認を受けた場合を除き、土地及び共用部分等の保存行
為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場
合に、当該専有部分を所有する団地建物所有者が行う保存行為の実施が、
緊急を要するものであるときは、この限りでない。

②準拠
共用部分等の保存行
為を原則禁止
要検討？

104

４ 前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第
５項及び第６項の規定を準用する。ただし、同条第５項中「修繕等」とあ
るのは「保存行為」と、同条第６項中「第１項の承認を受けた修繕等の工
事後に、当該工事」とあるのは「第２１条第３項の承認を受けた保存行為
後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

②準拠
申請・承認手続き
⇒リフォーム細則に
手続きを取り込む

105 ５ 第３項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に
要した費用は、当該保存行為を行った団地建物所有者が負担する。 ②準拠 禁止保存行為の費用

負担明記？？

106 ６ 理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議に
よらずに、土地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 ②準拠 緊急時対応

107 第22条（窓ガラス等の改良） （窓ガラス等の改良） ②準拠
108 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の

開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能
の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担におい
て、計画修繕としてこれを実施するものとする。

第２２条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その
他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能
の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、
計画修繕としてこれを実施するものとする。

①変更無し

109

2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該
工事を各団地建物所有者の責任と負担において実施することについ
て、細則を定めるものとする。

２ 団地建物所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場
合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることによ
り、当該工事を当該団地建物所有者の責任と負担において実施することが
できる。

②準拠 承認手続きを明記

110

３ 前項の申請及び承認の手続については、第１７条第２項、第３項、第
５項及び第６項の規定を準用する。ただし、同条第５項中「修繕等」とあ
るのは「第２２条第２項の工事」と、同条第６項中「第１項の承認を受け
た修繕等の工事」とあるのは「第２２条第２項の承認を受けた工事」と読
み替えるものとする。

②準拠
申請・承認手続き
⇒リフォーム細則に
手続きを取り込む
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（別表5）

専 用 庭 専用テ ラス ルーフバルコ

ニ ー

サービスコー

ト

バルコニー

玄関ポーチ

玄 関 扉

サ ッ シ

窓 ガ ラ ス

集合郵便受 駐 車 場

バイク 置場

自転車置場

位 置 １階各専有部

分に接する庭

各専有部分

に接するテラ

ス

各専有部分

に接するルー

フバルコニー

各専有部分

に接するサー

ビスコート

各専有部分

に接するバル

コニー，玄関

ポーチ

各専有部分

に付属する玄

関 扉 ， サ ッ

シ，窓ガラス、

網戸

１階入り口に

設置された集

合郵便受

敷地の一部

に設置された

駐車場，バイ

ク置場，自転

車置場

用 法 使用細則によ

る

通常の用法

に従う
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

使用細則によ

る

専用使用者 当該専有部

分の区分所

有者

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　上

期 間 区分所有権

存続中
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　上

条 件 有償 同　左 同　左 同　左 無償 同　左 同　左 有償

通常管理の

費 用
当該専用使

用者
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左 管理組合

バルコニー等の専用使用権

削除する案もあったが、
結果として削除しない

注記案：
(*1) ダイヤル錠を含む構造・機能に関わる故障については、

管理組合負担での管理とする。

(*1)
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これは設備？
大和(株)は屋上傾斜柱型モニュメントと呼んだ

塔屋は無いかな

モニュメントは３つ
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A1-24. 区分所有法で団地に準用されない規定

◆ 今回の団地管理組合規約改正案には、下表に示すように、区分所有法において団地
関係に準用されない5つの規定に関わる改正条文が1件存在する。

◆ また、第8章棟総会（第68条～第76条）は全てが準用されない内容であり、69,71, 
72,73,74条および別表6については改正内容がある。

◆ これらの部分(69,71, 72,73,74条および別表6)は団地総会の決議では改正出来ず、棟総
会における決議が必要となる。前回の全面改正時と同様に、団地総会の招集時に、
全棟の各棟総会を兼ねて開催し、準用されない規約改正案について、棟別の採決を
行うことを告知した上で、開催・採決する必要がある。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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法の規定条文 規約改正案の関連条文 改正案の状況
① 規約敷地を定める規約に関する法5条
1項

第4条（対象物件の範囲）および別表1
（対象物件の表示）

変更無し

② 敷地利用権に関する法22条～法24条 第11条（分割請求及び単独処分の禁止） 変更無し

③ 管理所有に関する法27条 第72条1項二号 変更無し

④ 義務違反者に対する措置に関する法
57条～法60条

第76条（義務違反者に対する措置） 変更無し

⑤ 復旧、建替えに関する措置に関する
法61条～法64条

第72条5項 円滑化法による追記有り
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 改訂日 改正名称 改正の要点 改定案における対応状況

 1982/05/21
(S57)

中高層共同住宅標準管理規約初版

 1997/02/25
(H9)

中高層共同住宅標準管理規約平成９
年２月改正版

①長期修繕計画の策定を管理組合の業務として位置づけ
②駐車場の公平な利用、リフォームにおけるトラブル未然防止のための手続
き規定、配管を専用部分と一体で管理できるようにする
③団地型の規約を整備し、区分経理などを設ける
標準管理規約という呼称を用い始めた

ほとんど未対応

 2004/01/23
(H16)

中高層共同住宅標準管理規約改正
H160123

適正化法、円滑化法および区分所有法の改正・施行に対応したもの。
大規模修繕工事の議決要件の見直し、建替え決議の要件見直し、団地一括建
替え決議制度の総創設

ほとんど未対応

2005/03/27
(H17) 団地管理組合規約へ全面改定

 2008/09/16
(H20)

標準管理規約 標準管理規約という名称を正式に使用した。

 2010/02/13
(H22)

標準管理規約
専門家の活用、建替え規定の整備、普通決議による工事範囲の明記、修繕履
歴の整備、コミュニティ形成、未納管理費等の請求手続きの整備、窓ガラス
等の開口部工事の位置づけ、コメントの充実

 2011/07/27
(H23)

改訂標準管理規約 役員の資格要件の緩和、理事会権限の明確化、総会での議決権の取扱適正
化、管理組合の財産の適切な管理、共用部分の範囲に関する用語の整理

 2016/03/14
(H28)

標準管理規約改定 外部専門家の活用、住戸の価値割合連動の議決権、コミュニティ条項の再整
理、暴力団等の排除規定、災害時の意志決定、管理状況の情報開示

暴力団等の排除のみ2018/10改定規約
にて対応

 2017/08/01
(H29)

民泊関係改正にあたっての参考資料 民泊対応の規定例整備 民泊禁止で2018/10改定規約にて対応

 2018/03/30
(H30)

マンション標準管理規約及びマン
ション標準管理規約コメント マンション敷地売却関係の改正 今回の改定で対応する

 2021/06/22
（R3年）

最終改正　令和3年6月22日 国住マ
第33号

IT を活用した総会・理事会、感染症の 感染拡大のおそれが高い場合等の対
応、置き配 を認める際 のルールを使用細則で定めること、管理計画の認定
申請及び要除却認定申請、改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直
し、敷地分割決議への対応、

外部専門家の活用、IT活用の総会・理
事会、感染症対応、置き配、管理計画
認定、押印見直しには、未対応

ほぼ全面的な規約改定（団地管理規約化と、標準管理規約：団地型への一部を除く準拠、理事会役員任期２年半数改
選化）、理事会運営のルール化、リフォーム申請手順の明確化、委員会体制の刷新：ウェルシー委員会への一本化、
傘下に無い住民団体との関係維持を企図したルール明文化　　（これ以前の改正への対応が進んだ）

この間は、問題対応の規約・細則改正
が5回ほど実施されたが、標準管理規
約を強く意識していない。

2022/12/4：団地管理組合規約
等の改正案説明会資料の抜粋
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2019/6/1

総会 総会開催日 規約・細則改訂議案 改定概要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

臨時 1993/12/12
(H05.12.12) 駐車場使用細則改訂 ２年毎抽選によるローテーション ○

臨時 1995/03/19
(H07.03.19) 長期修繕計画検討委員会設立 初の専門委員会設置 ○

第4回 1995/05/28
(H07.05.28) 集会所使用細則の変更 許可団体の追加 ○

第7回 1998/05/24
(H10.05.24)

植裁清掃管理委員会設立
役員選挙細則の変更

自主植栽活動の組織的な取り組み開始
選挙管理委員の増員（前役員全員化） ○ ○

第8回 1999/05/30
(H11.05.30)

管理組合規約の一部改定
修繕専門委員会への移行

優良中古マンション融資制度への対応
専門委員会の取り組み明確化 ○ ○

第9回 2000/05/21
(H12.05.21) 管理組合規約の一部改定 優良中古マンション融資制度への対応その２ ○

第10回 2001/05/27
(H13.05.27)

管理規約の一部改定
サポート委員設置要綱の制定
修繕専門委員会細則の改訂

理事会増員(11名→14名）
前年度役員参加の制度化
委員会の強化（委員募集、理事の参加、総会承認案件化）

○ ○ ○

第11回 2002/05/26
(H14.05.26) 植栽・清掃管理委員会要綱の一部改訂 運営改善のための一部修正 ○

第13回 2004/05/30
(H16.05.30)

役員選挙細則改訂
サポート委員増員
植栽・清掃管理委員会要綱の一部改訂

選挙管理委員の定数是正（元にもどす）
サポート委員の３名化
委員会運営の課題解決のための一部修正

○ ○ ○

臨時 2005/03/27
(H17.03.27)

管理規約の全面改訂

理事会運用細則の制定
専門委員会細則の改廃
模様替えおよび修繕等に関する細則の改訂
非営利団体活用に関する細則の制定

ほぼ全面的な規約改定（団地管理規約化と、標準管理規約：団
地型への一部を除く準拠、理事会役員任期２年半数改選化）
理事会運営のルール化
リフォーム申請手順の明確化
委員会体制の刷新：ウェルシー委員会への一本化
傘下に無い住民団体との関係維持を企図したルール明文化

◎ ○ ◎ ◎ ◎

第15回 2006/05/28
(H18.05.28) サポート委員会制度の延期 １年延長 ○

第17回 2008/05/25
(H20.05.25)

防災協定の締結
バイク置き場使用細則の改訂
集会所使用細則の改訂

自治会との連携強化策
バイク置き場のローテーション化
集会所の利用促進（管理人不在時の解放）

○ ○

第19回 2010/05/30
(H22.05.30) フローリングに関する細則改訂 フローリング化促進策としての手続き厳格化 ○

第20回 2011/05/29
(H23.05.29)

役員選挙細則の改訂
理事会運用細則の改訂

役員選出の番館定数化
副理事長業務へ防災担当を追記 ◎ ○

第22回 2013/05/26
(H25.05.26) 管理規約第50条第2項の改訂 議決方法を戸数の過半数とする ○

第25回 2016/05/29
(H28.05.29) 団地管理組合規約集の全面改訂

団地管理組合規約および全細則に関する誤記訂正・法令遵守・
表記統一等の改定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

臨時 2018/10/28
(H30.10.28)

規約第12条、19条、38条、44条、46条、
49条、59条、68条の改訂

民泊法対応、暴力団排除条例対応、総会議場選出方法の追加、
普通決議議決方法の明確化等の改訂 ○

臨時 2019/02/03
(H31.02.03)

規約第36条、66条の改訂、４細則の改
定、個人情報管理細則の制定

個人情報保護法改正への対応のため、規約２箇所の改定と個人
情報管理細則の制定、規約集中の様式の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ◎

第28回 2019/05/26
(R01.05.26) 規約第63条 修繕積立金会計への繰入の明記，防犯カメラ運用細則の制定 ○ ◎

団地管理組合規約・細則の改訂履歴

2022/12/4：団地管理組合規約
等の改正案説明会資料の抜粋
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A1-27. 規約の適正化および規約事項について
1. 区分所有者が規約の設定・変更・廃止出来るのは、区分所有法第30条に基づいて
いる。
Ø1項：規約で定めることが出来る事項は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使
用に関する区分所有者相互間の事項に限られる。

Ø3項：専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設（建物の敷地又は附属施
設に関する権利を含む。）につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況
並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の
衡平が図られるように定めなければならない。

2. 衡平の要請：管理経費の負担割合を専有面積を基準に定めるなど、以下の3点に留
意して検討する必要がある。
Ø①形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況、②区分所有者が支払った対価、③その他の
事情

Øこれらの観点から、規約改正案が衡平の要請を満たしていることを確認する必要がある。
Ø今回の規約改正案で、衡平性を損なう変更点は無い。
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規約事項の分類 有効性

①区分所有法が規約での定めを個別
に認めている事項 有効

②区分所有法の一般原則を具体化す
る事項 有効

③区分所有法に抵触する規約事項 無効

④区分所有法では触れられていない
事項

自主
ルール

3.規約事項：区分所有法との関係で4種に分類される。
Ø③にあたる事項や、④のうち区分所有法第30条1項に反す
る事項などが、規約改正案に含まれているかどうかを確
認する必要がある。

Ø今回の規約改正案で、新たな議決事項など、④に含まれ
うる内容の追加・変更点は無い。

出典：「区分所有法の解説【7訂版】」第5節規約及び集会,p214～241、著者：渡辺晋、久保田理広、発行：(株)住宅新報出版、発行日：令和3年8月18日

2022/12/4：団地管理組合規約
等の改正案説明会資料の抜粋
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A1-28. 標準管理規約との差異がある条項

◆ 形式的な差分の除くと、黄色くマークした条項が意味合いとし
て独自となっている条項となる。

◆ これらの条項を精査することで、規約としての問題があるかど
うかが確認出来る事になる。
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条文 標準管理規約との差異 第27条 訴訟費用の追記 第49条 独自規定の維持
第1条 自然の脅威を考慮しつつ、 第28条 棟別削除のための調整 第50条 独自規定の維持
第4条 別表2，3 第29条 棟別削除 第53条 独自規定の維持
第6条 組合名 第30条 棟別削除 第55条 コメントの活用
第7条 網戸 第33条 資料名 第56条 独自規定の維持、棟別削除
第8条 別表第2 第34条 棟別削除 第62条 独自規定の維持
第10条 別表3 第35条 細則 第66条 独自規定の維持
第12条 民泊禁止 第37条 居住規定 第68条 独自規定の維持
第14条 玄関ポーチ、ルーフバルコニー 第38条 半数改選 第71条 別表6、独自規定
第15条 同居人の専用使用 第40条 外部役員非対応、現行規約通り 第72条 棟別削除
第16条 電気通信 第42条 外部役員非対応 第73条 独自規定、棟別削除
第17条 細則 第43条 外部役員非対応 第78条 裁判所名
第19条 資料名 第44条 独自規定の維持 第79条 秦野市
第21条 コメントの活用、災害対応 第45条 棟別削除 第80条 個人情報管理細則
第24条 保険名 第46条 独自規定の維持 第82条 独自規定の改定
第25条 棟別の削除 第48条 別表6

2022/12/4：団地管理組合規約
等の改正案説明会資料の抜粋
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A1-29. 規約改正検討結果 表示URL
第1条（目的）
第2条（定義）
第3条（規約及び団地総会の決議の遵守義務）
第4条（対象物件の範囲）
第5条（規約及び団地総会の決議の効力）
第6条（管理組合）
第7条（専有部分の範囲）
第8条（共用部分の範囲）
第9条（共有）
第10条（共有持分）
第11条（分割請求及び単独処分の禁止）
第12条（専有部分の用途）
第13条（土地及び共用部分等の用法）
第14条（バルコニー等の専用使用権）
第15条（駐車場等の専用使用権）
第16条（共用部分等の第三者の使用）
第17条（専有部分の修繕等）
第18条（使用細則）
第19条（専有部分の貸与）
第19条の2 （暴力団員の排除）
第20条（団地建物所有者の責務）
第21条（土地及び共用部分等の管理に関する貴任と負担）
第22条（窓ガラス等の改良）
第23条（必要箇所への立入り）
第24条（損害保険）
旧第25条（防火管理者）
第25条（管理費等）
第26条（承継人に対する債権の行使）
第27条（管理費）
第28条（修繕維持積立金）
第29条（各棟修繕積立金）
第30条（区分経理）

第31条（使用料）
第32条（組合員の資格）
第33条（届出義務）
第34条（業務）
第35条（業務の委託等）
第36条（専門的知識を有する者の活用）
第37条（役員）
旧第37条（役員選挙細則）
第38条（役員の任期）
第38条の2（役員の欠格条項）
第39条（役員の誠実義務等）
第39条の２（利益相反取引の防止）
第40条（理事長）
第41条（副理事長）
第42条（理事）
第43条（監事）
第44条（団地総会）
第45条（招集手続）
第46条（組合員の団地総会招集権）
第47条（出席資格）
第48条（議決権）
第49条（団地総会の会議及び議事）
第50条（議決事項）
第51条（議事録の作成、保管等）
第52条（総会の決議に代わる書面による合意）
第53条（理事会）
第54条（招集）
第55条（理事会の会議及び議事）
第56条（議決事項）
第57条（専門委員会の設置）
第58条（会計年度）
第59条（管理組合の収入及び支出）

第60条（収支予算の作成及び変更）
第61条（会計報告）
第62条（管理費等の徴収）
第63条（管理費等の過不足）
第64条（預金口座の開設）
第65条（借入れ）
第66条（帳票類の作成、保管）
第67条（消滅時の財産の清算）
第68条（棟総会）
第69条（招集手続）
第70条（出席資格）
第71条（議決権）
第72条（議決事項）
第73条（消滅時の財産の清算）
第74条（議事録の作成、保管等）
第75条（書面又は電磁的方法による決議）
第76条（義務違反者に対する措置）
第77条（理事長の勧告及び指示等）
第78条（合意管轄裁判所）
第79条（市及び近隣住民との協定の遵守）
第80条（細則）
第81条（規約外事項）
第82条（規約原本）
附則
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A1-30. 2022(令和4)年度 規約改正検討結果  別表・書式・様式（表示用）

資料1 賃借人の誓約書 資料2 組合員資格変更届出書
資料3 閲覧申請書１ 資料4 閲覧申請書２
資料5 代理行使容認 誓約書 資料6 借用・使用許可願い
様式1 集会室使用申請 様式2 立候補届
様式3-1 住宅リフォーム 様式3-2 リフォーム・共用部分など
様式3-3 リフォーム・アンテナなど 様式3-4 専用庭 維持管理
様式4 リフォーム誓約書 様式5 リフォーム承諾書
様式6 リフォーム確認書 様式7 理事：代理人への委任状
様式8 防犯カメラの閲覧申請 様式9 防犯カメラの閲覧申請の適否通知
様式10 工事届出書 様式11 転出届
様式12 専用使用変更届出書 様式13 占有者リフォームについての承諾書

改訂案
別表１ 変更無し

別表２ 団地と棟別に分離

別表３ 標準規約の形式で併記した
共有持分の表（壁芯計算）

別表４ 検討結果に沿って変更

別表５ 変更無し

別表６ 棟総会の議決権割合を併記
した表（内壁計算）

付表 変更無し
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2022/12/4：団地管理組合規約
等の改正案説明会資料の抜粋
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2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A1-31. 案１：リフォーム細則第３条への追記第３項

◆ 住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則の第３条（承認事項）
に、第３項を下記の様に追記することで課題に対応する。
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# （現行　令和５年３月２６日版）住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則 （改定案）住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則
385 （目的） （目的）

386

第1条　この細則は、団地管理組合規約（以下「規約」という）第18条に基づき、組合員がその専
有部分および専用使用権を有する共用部分等について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとする際に、組合員の共同利益及
び団地内の居住環境の維持、改善をはかるため、必要な事項を定めることを目的とする。

第1条　この細則は、団地管理組合規約（以下「規約」という）第18条に基づき、組合員がその専
有部分および専用使用権を有する共用部分等について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の
取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとする際に、組合員の共同利益及び団
地内の居住環境の維持、改善をはかるため、必要な事項を定めることを目的とする。

387 （禁止事項） （禁止事項）

388 第2条　組合員は、住宅及び建物の改築並びに模様替え等に関して次の各号に掲げる行為をしては
ならない、

第2条　組合員は、住宅及び建物の改築並びに模様替え等に関して次の各号に掲げる行為をしてはな
らない、

389 一　  住宅の増築 一　  住宅の増築
390 二　  バルコニーの改築 二　  バルコニーの改築
391 三　  出窓の新設 三　  出窓の新設

392 四　  建物の主要構造部（建物の構造上不可欠な壁、柱、床、屋根、階段、はり、バルコニー及び
ひさしをいう。）の穿孔、切欠その他主要構造部に影響をおよぼす行為

四　  建物の主要構造部（建物の構造上不可欠な壁、柱、床、屋根、階段、はり、バルコニー及びひ
さしをいう。）の穿孔、切欠その他主要構造部に影響をおよぼす行為

393 （承認事項） （承認事項）

394
第3条　組合員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ理事会（団地管理組合規約第53条に定
める理事会をいう。以下同じ。）に所定の承認申請書類を提出して書面による承認を得なければ
ならない。

第3条　組合員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ理事会（団地管理組合規約第53条に定
める理事会をいう。以下同じ。）に所定の承認申請書類を提出して書面による承認を得なければな
らない。

395 一　住宅の改修をするとき。（ただし、木造造作等の軽易な改修および原状回復のための改修を
除く。）

一　住宅の改修をするとき。（ただし、木造造作等の軽易な改修および原状回復のための改修を除
く。）

396 二　共用部分を改修又は塗装するとき。 二　共用部分を改修又は塗装するとき。

397 三　住宅又は共用部分にアンテナ、その他近隣に影響をおよぼすおそれのある物を設置すると
き。 三　住宅又は共用部分にアンテナ、その他近隣に影響をおよぼすおそれのある物を設置するとき。

398 四　規約第22条第１項に定める窓ガラス等の改良工事 四　規約第22条第１項に定める窓ガラス等の改良工事

399
2　前項第2号に規定する共用部分の改修及び塗装の実施は理事会において決定する。この場合に
おいて、建物の外周壁、階段室の壁及び手すり並びに各住戸の玄関扉、バルコニー等の塗装は団
地内の調和をそこなわない範囲内で行うものとする。

2　前項第2号に規定する共用部分の改修及び塗装の実施は理事会において決定する。この場合にお
いて、建物の外周壁、階段室の壁及び手すり並びに各住戸の玄関扉、バルコニー等の塗装は団地内
の調和をそこなわない範囲内で行うものとする。

399-2
３　第１項各号において、第２条１項四号において禁止されている主要構造部の穿孔が必要となる
場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について図面を付した申請により、理事会が穿孔深さ30
mm以内の必要最小限の穿孔と判断出来る場合にのみ、第１項各号の行為を承認する事が出来る。
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2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A1-32. 案２：別紙様式への追記(1/3)

◆案２は、住宅等の改造、模様替え
及び修繕等に関する細則の第３条
（承認事項）に第３項を追記する
ことに対応して、別紙様式３（専用
庭改良工事を除く５つの別紙様式）に、
穿孔図の添付を追加する案である。

◆この別紙様式の運用について、理
事会が判断基準を理解出来る様な
説明を追記することも考えられる
が、細則に明記してあるので不要
と考える。

◆管理会社（管理人）に対する改正
主旨の説明が必要だろう。
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20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx

61

（別紙様式３-１） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(1)住宅の改修 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下 

されたく申請いたします。 

記 

１ 改造、模様替え及び修繕の部分の名称 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間     （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 設計図 ２通（必須：全ての施工箇所／内容が明記されていること） 

□ 仕様書 ２通（必須：主要な使用材料のカタログと、施工方法の記載を含むこと。 

フローリングの場合は床材の遮音等級が L４５以上であることを明示すること）           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 承諾書 （必須：両隣、上下、及び下階の両隣の隣接組合員からの承諾書） 

□ 確認書 （必須：上記承諾書の表紙として提出） 

□ 誓約書 １通（団地管理組合規約第 22 条第 1項に定める窓ガラス等の改良工事の場合） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が

必要となる場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 
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2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A1-33. 案２：別紙様式への追記 (2/3)
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（別紙様式３−２） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

 

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(2)共用部分の改修 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下 

されたく申請いたします。 

記 

１ 改造、模様替え及び修繕の部分の名称 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間      （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 設計図 ２通（必須：全ての施工箇所／内容が明記されていること） 

□ 仕様書 ２通（必須：主要な使用材料のカタログと、施工方法の記載を含むこと。           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が必要とな

る場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 

（別紙様式３−３） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

 

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(3)アンテナ設置等 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下されたく

申請いたします。 

記 

１ 設置を希望するアンテナ等の名称および設置場所 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間      （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 配置図 ２通（必須：設置場所が明記されていて、安全性が確認出来る内容のこと） 

□ 仕様書 ２通（必須：アンテナ等のカタログと、施工方法の記載・寸法・重量を含むこと）           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が必要とな

る場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

 
秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 
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2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A1-34. 案２：別紙様式への追記 (3/3)
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（別紙様式３−４） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(4) 窓ガラス等の改良工事 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下 

されたく申請いたします。 

記 

１ 改造、模様替え及び修繕の部分の名称 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間     （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 設計図 ２通（必須：全ての施工箇所／内容が明記されていること） 

□ 仕様書 ２通（必須：主要な使用材料のカタログと、施工方法の記載を含むこと。           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 誓約書 （団地管理組合規約第 22 条第 1項に定める窓ガラス等の改良工事の場合） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が必要とな

る場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 

（別紙様式３−６） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

 

物置等の建造物を構築又は設置の承認申請書 
 

共同生活の秩序維持に関する細則第２条十号により、下記の通りご承認下されたく申請

いたします。 

記 

１ 設置を希望する物置等の名称および概要 

 

                                          

２ 設置を希望する場所 

                                       

３ 同上の理由 

                                       

４ 施工期間      （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

５ 添付書類 

□ 配置図 ２通（必須：全施工箇所／内容が明記され、避難経路が確認出来る内容のこと） 

□ 仕様書 ２通（必須：主な使用材料のカタログと施工方法の記載・寸法・重量を含むこと）           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則第２条１項四号において禁

止されている主要構造部への穿孔が必要となる場合、全ての穿孔箇所および

穿孔深さ等について明記した図面 

 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 
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A1-35. R6.4.7臨時総会議案について(1/3)第40条
◆ R5年度臨時総会議案1号における答申案②とは異なる部分について、取
り上げて議論する余地がある3条文について考察する。第40条については、
第4項と第6項についての準拠を新たに提案する。
◇ 【第4項準拠】定期報告は実情に合わせるだけでデメリットは無く、外部役員で無い場合にお
いても、万一怠慢な理事長が現れた場合の押さえと出来る条文である。

◇ 【第6項準拠】外部役員で無い場合でも、利益相反のリスクはあり得るものであって、規定し
ておくべき条文である。委員会の議論でもそのように発言した覚えがあるが、反映出来てい
なかった。対応した理事会運営細則への追記を検討したほうが良い。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 答申②改定案 R5年度臨時総会議案 提案
244 第40条（理事長） （理事長） （理事長） （理事長） 答申②

245
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括す
るほか、次に掲げる業務を遂行する。

第４０条 理事長は、管理組合を代表し、その業務
を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行す
る。

第40条　理事長は、管理組合を代表し、その業務
を統括するほか、次に掲げる業務を遂行する。

第40条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を
統括するほか、次に掲げる業務を遂行する。 答申②

246
（1） 規約、諸細則又は団地総会若しくは理事会の
決議により、理事長の職務として定められた事項

一 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会
の決議により、理事長の職務として定められた事項

一 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会
の決議により、理事長の職務として定められた事項

ー 規約、使用細則又は団地総会若しくは理事会の
決議により、理事長の職務として定められた事項 答申②

247
（2） 理事会の承認を得て行う職員の採用又は解雇 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇

すること。
二 理事会の承認を得て行う職員の採用又は解雇 二 理事会の承認を得て行う職員の採用又は解雇 答申②

248
2 理事長は、区分所有法第25条に定める管理者と
する。

２ 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 2　理事長は、区分所有法第25条に定める管理者と
する。

2 理事長は、区分所有法第25条に定める管理者と
する。 答申②

249
3 理事長は、定期総会において、組合員に対し、
前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
報告をしなければならない。

３ 理事長は、通常総会において、組合員に対し、
前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
報告をしなければならない。

3　理事長は、定期総会において、組合員に対し、
前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
報告をしなければならない。

3 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前
会計年度における管理組合の業務の執行に関する報
告をしなければならない。

答申②

250
４ 理事長は、○箇月に１回以上、職務の執行の状
況を理事会に報告しなければならない。

4 理事長は、1箇月に1 回以上、職務の執行の状況
を理事会に報告しなければならない。 準拠

251
4 理事長は、理事会の承認を得て、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。

５ 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事
に、その職務の一部を委任することができる。

4　理事長は、理事会の承認を得て、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。

5 理事長は、理事会の承認を得て、他の理事に、そ
の職務の一部を委任することができる。 答申②

252

６ 管理組合と理事長との利益が相反する事項につ
いては、理事長は、代表権を有しない。この場合に
おいては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を
代表する。

6 管理組合と理事長との利益が相反する事項につい
ては、理事長は、代表権を有しない。この場合にお
いては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代
表する。

準拠
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A1-36. R6.4.7臨時総会議案について(2/3)第43条
◆ 第43条については、答申②通りとすることを改めて提案する。
◇ 外部役員で無い場合に4項目の条文追加を行うことのメリット・デメリットの議論はきちんとは行われていないが、デ
メリットについては現役の監事から、何度かにわたって意見が表明されている。

◇ 第2項の調査権については監事は当然持っている権限であり、現行規約においても実施出来る事を明文化しただけであ
る。監事に就任する素人に対する大きなプレッシャーになることは現役監事からの指摘もあり、なり手不足の一因とな
りかねないというデメリットを検討するべきだろう。

◇ 第5項から第7項は、不正行為およびそのおそれを察知した場合の対応として、理事会へ報告することを定めているが、
これも現行規約においても実施出来る事を、明文化しただけである。臨時総会を招集出来る事に加えて、毎月開催され
ている定例理事会以外に臨時理事会を自ら招集する権限にメリットがあるだろうか？

◇ 明文化することによる上記デメリットとの比較考量をした上でのしっかりとした議論をせずに、準拠すれば良いといっ
た安易な判断は、管理組合業務に混乱をもたらすだけになるだろう。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 答申②改定案 R5年度臨時総会議案 提案
259 第43条（監事） （監事） （監事） （監事） 答申②

260
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を
監査し、その結果を団地総会に報告しなければなら
ない。

第４３条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産
の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなけ
ればならない。

第４３条 　監事は、管理組合の業務の執行及び財
産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しな
ければならない。

第43条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の
状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなけれ
ばならない。

答申②

261
２ 監事は、いつでも、理事及び第４０条第１項第
二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又
は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事は、いつでも、理事及び第40条第1項第二号
に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業
務及び財産の状況の調査をすることができる

答申②

262
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
について不正があると認めるときは、臨時総会を招
集することができる。

３ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
について不正があると認めるときは、臨時総会を招
集することができる。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
について不正があると認めるときは、臨時総会を招
集することができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況に
ついて不正があると認めるときは、臨時総会を招集
することができる。

答申②

263
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることが
できる。ただし、議決に参加することはできない。

４ 監事は、理事会に出席し、必要があると認める
ときは、意見を述べなければならない。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることが
できる。ただし、議決に参加することはできない。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めると
きは、意見を述べなければならない。 答申②

264

５ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該
行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、
規約、使用細則等、団地総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実が
あると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に
報告しなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行
為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規
約、使用細則等、団地総会の決議若しくは理事会の
決講に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ
ると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報
告しなければならない。

答申②

265
６ 監事は、前項に規定する場合において、必要が
あると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集
を請求することができる。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があ
ると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を
請求することができる。

答申②

266

７ 前項の規定による請求があった日から５日以内
に、その請求があった日から２週間以内の日を理事
会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場
合は、その請求をした監事は、理事会を招集するこ
とができる。

7 前項の規定による請求があった日から5 日以内
に、その請求があった日から2週間以内の日を理事
会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場
合は、その請求をした監事は、理事会を招集するこ
とができる。

答申②

変更条項 概要 メリット デメリット

第2項
監事は当然持っている権限であり、
現行規約においても実施出来る事を
明文化しただけ

無し

第5項～
第7項

不正行為およびそのおそれを察知し
た場合の対応として、理事会へ報告
することを定めているが、これも現
行規約においても実施出来る事を、
明文化しただけ

臨時理事会を自ら招
集する権限にメリッ
トがあるだろうか？

監事に就任する素人に対する
大きなプレッシャーになる

なり手不足の一因となりかね
ない

(1) 監事が外部役員であれば、果たすべき機能を明記しておくことは十分なメリットがあるだろう。
(2) 管理者が外部役員であれば、報告義務や不正検知の役割を明文化しておくことは、抑止力として
も意義があり、メリットがあるだろう。

A1-36. R6.4.7臨時総会議案について(2/3)第43条
◆ 第43条については、答申②通りとすることを改めて提案する。
◇ 外部役員で無い場合に4項目の条文追加を行うことのメリット・デメリットの議論はきちんとは行われていないが、デ
メリットについては現役の監事から、何度かにわたって意見が表明されている。

◇ 第2項の調査権については監事は当然持っている権限であり、現行規約においても実施出来る事を明文化しただけであ
る。監事に就任する素人に対する大きなプレッシャーになることは現役監事からの指摘もあり、なり手不足の一因とな
りかねないというデメリットを検討するべきだろう。

◇ 第5項から第7項は、不正行為およびそのおそれを察知した場合の対応として、理事会へ報告することを定めているが、
これも現行規約においても実施出来る事を、明文化しただけである。臨時総会を招集出来る事に加えて、毎月開催され
ている定例理事会以外に臨時理事会を自ら招集する権限にメリットがあるだろうか？

◇ 。明文化することによる上記デメリットとの比較考量をした上でのしっかりとした議論をせずに、準拠すれば良いと
いった安易な判断は、管理組合業務に混乱をもたらすだけになるだろう。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 答申②改定案 R5年度臨時総会議案 提案
259 第43条（監事） （監事） （監事） （監事） 答申②

260
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を
監査し、その結果を団地総会に報告しなければなら
ない。

第４３条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産
の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなけ
ればならない。

第４３条 　監事は、管理組合の業務の執行及び財
産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しな
ければならない。

第43条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の
状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなけれ
ばならない。

答申②

261
２ 監事は、いつでも、理事及び第４０条第１項第
二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又
は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事は、いつでも、理事及び第40条第1項第二号
に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業
務及び財産の状況の調査をすることができる

答申②

262
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
について不正があると認めるときは、臨時総会を招
集することができる。

３ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
について不正があると認めるときは、臨時総会を招
集することができる。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況
について不正があると認めるときは、臨時総会を招
集することができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況に
ついて不正があると認めるときは、臨時総会を招集
することができる。

答申②

263
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることが
できる。ただし、議決に参加することはできない。

４ 監事は、理事会に出席し、必要があると認める
ときは、意見を述べなければならない。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることが
できる。ただし、議決に参加することはできない。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めると
きは、意見を述べなければならない。 答申②

264

５ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該
行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、
規約、使用細則等、団地総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実が
あると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に
報告しなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行
為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規
約、使用細則等、団地総会の決議若しくは理事会の
決講に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ
ると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報
告しなければならない。

答申②

265
６ 監事は、前項に規定する場合において、必要が
あると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集
を請求することができる。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があ
ると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を
請求することができる。

答申②

266

７ 前項の規定による請求があった日から５日以内
に、その請求があった日から２週間以内の日を理事
会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場
合は、その請求をした監事は、理事会を招集するこ
とができる。

7 前項の規定による請求があった日から5 日以内
に、その請求があった日から2週間以内の日を理事
会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場
合は、その請求をした監事は、理事会を招集するこ
とができる。

答申②
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A1-37. R6.4.7臨時総会議案について(3/3)第53条
◆ 第53条（理事会）について、答申②通りとすることを改めて提案する。
◇第2項 理事会の職務を明文化することについては、委員会での議論の結論として、取り入れないとの結論を
得ているが、改めて議論しても良いだろう。
◆ 第2項一号 業務執行については、本来の役割なので、明文化するまでも無い。
◆ 第2項二号 理事の職務執行を、理事会がどうやって監督するのでしょうね。各役割の業務報告が毎月行われている実
情を考えれば、明文化するまでも無いとも言えます。

◆ 第2項三号 理事長、副理事長および会計担当理事の選任および解任については、現行規約第37条の2項および3項で、
総会決議での理事の選任と、理事長、副理事長及び会計担当理事の互選が決まっていますが、実情としては、総会議
案にそれらの役職込みで議案として承認する慣行が出来ているため、ここで解任まで含めて互選を明文化することは、
混乱の元となるでしょう。きちんとした議論も無しに、無批判に準拠を主張するのは、誠実な態度とは言えないで
しょう。

◇理事会の議長を理事長に限定するのも、現実的では無いですね。理事長・副理事長が欠けていると、理事会が
開催出来なくなってしまいます。災害時などに混乱してしまうのではありませんかね。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 答申②改定案 R5年度臨時総会議案 提案
368 第53条（理事会） （理事会） （理事会） （理事会） 答申②
369 　理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 第53条 理事会は、理事をもって構成する。 答申②
370 ２ 理事会は、次に掲げる職務を行う。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 答申②

371
一 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議に
より理事会の権限として定められた管理組合の業務
執行の決定

ー 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議に
より理事会の権限として定められた管理組合の業務
執行の決定

答申②

372 二 理事の職務の執行の監督 二 理事の職務の執行の監督 答申②

373
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び
解任

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び
解任 答申②

374 2　理事会の議長は、理事長が務める。 ３ 理事会の議長は、理事長が務める。 2　理事会の議長は、理事長が務める。 3 理事会の議長は、理事長が務める。 答申②

375
3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限
り，理事長は理事会に出席した理事を指名して議長
を務めさせることができる。

3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限
り，理事長は理事会に出席した理事を指名して議長
を務めさせることができる。

4 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限
り，理事長は理事会に出席した理事を指名して議長
を務めさせることができる。

答申②

376
4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則
に定めるところによる。

4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則
に定めるところによる。

5 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則に
定めるところによる。 答申②

変更条項 概要 メリット デメリット

第2項一号 業務執行については、本来の役割なので、明文化するまで
も無い 無し(1) 無し

第2項二号 各役割の業務報告が毎月行われている実情を考えれば、明
文化するまでも無いとも言えます。 無し(2) 理事会運営を阻害する

第2項三号

理事長、副理事長および会計担当理事の選任および解任に
ついては、現行規約第37条の2項および3項で、総会決議で
の理事の選任と、理事長、副理事長及び会計担当理事の互
選が決まっていますが、実情としては、総会議案にそれら
の役職込みで議案として承認する慣行が出来ているため、
ここで解任まで含めて互選を明文化することは、混乱の元
となるでしょう。

無し 規約との齟齬から、紛議の元
となる

(1) 管理者が外部役員の場合、その権能を規約でハッキリと限定することは、メリットかもしれない。外部役員で無いな
ら、空疎な呪文となってしまう。
(2) 管理者が外部役員であれば、その職務執行を理事会が監督することは、メリットになりえる。外部役員で無いなら、デ
メリットだけになる。

A1-37. R6.4.7臨時総会議案について(3/3)第53条
◆ 第53条（理事会）について
◇第2項 理事会の職務を明文化することについては、委員会での議論の結論として、取り入れないとの結論を
得ているだ、改めて議論しても良いだろう。
◆ 第2項一号 業務執行については、本来の役割なので、明文化するまでも無い。
◆ 第2項二号 理事の職務執行を、理事会がどうやって監督するのでしょうね。各役割の業務報告が毎月行われている実
情を考えれば、明文化するまでも無いとも言えます。

◆ 第2項三号 理事長、副理事長および会計担当理事の選任および解任については、現行規約第37条の2項および3項で、
総会決議での理事の選任と、理事長、副理事長及び会計担当理事の互選が決まっていますが、実情としては、総会議
案にそれらの役職込みで議案として承認する慣行が出来ているため、ここで解任まで含めて互選を明文化することは、
混乱の元となるでしょう。きちんとした議論も無しに、無批判に準拠を主張するのは、誠実な態度とは言えないで
しょう。

◇理事会の議長を理事長に限定するのも、現実的では無いですね。理事長・副理事長が欠けていると、理事会が
開催出来なくなってしまいます。災害時などに混乱してしまうのではありませんかね。
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# （現行　令和3年12月1日版）団地管理組合規約 20210622団地型標準管理規約 答申②改定案 R5年度臨時総会議案 提案
368 第53条（理事会） （理事会） （理事会） （理事会） 答申②
369 　理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 第53条 理事会は、理事をもって構成する。 答申②
370 ２ 理事会は、次に掲げる職務を行う。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 答申②

371
一 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議に
より理事会の権限として定められた管理組合の業務
執行の決定

ー 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議に
より理事会の権限として定められた管理組合の業務
執行の決定

答申②

372 二 理事の職務の執行の監督 二 理事の職務の執行の監督 答申②

373
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び
解任

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び
解任 答申②

374 2　理事会の議長は、理事長が務める。 ３ 理事会の議長は、理事長が務める。 2　理事会の議長は、理事長が務める。 3 理事会の議長は、理事長が務める。 答申②

375
3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限
り，理事長は理事会に出席した理事を指名して議長
を務めさせることができる。

3 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限
り，理事長は理事会に出席した理事を指名して議長
を務めさせることができる。

4 前項にかかわらず，事前に準備された議題に限
り，理事長は理事会に出席した理事を指名して議長
を務めさせることができる。

答申②

376
4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則
に定めるところによる。

4 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則
に定めるところによる。

5 規約に定めのない理事会の運営の詳細は、細則に
定めるところによる。 答申②

20240810_事前配布資料



Appendix-2
A2-1. 【答申までの経緯】R3～R5年度の委員会における検討の経緯
A2-2. 【R3～R4年度の経緯】委員会における検討の経緯
A2-3. 【R5年度の経緯】長期修繕計画検討経緯
A2-4.  答申案「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」における資金計画
A2-5.  マンションすまい・る債について
A2-6.  長期修繕計画作成の目的・考え方
A2-7.  長期修繕計画Ver9.1の積立金初期値推計
A2-8.  第2回大規模修繕の実績値活用時の値上がり想定幅について
A2-9.  第2回大規模修繕実績値活用時の値上がり想定幅の見直しについて
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A2-1. 【答申までの経緯】R3～R5年度の委員会における検討の経緯
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諮問時期・納期 諮問概要 検討状況 結果
R3年度

R3.6.19諮問 (*1)

納期：2022（令和4）
年10月定例理事会まで

①第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、
現行の長期修繕計画v8.2について検討し、改正
案を策定すること

②（一社）かながわ土地建物保全協会からの長期
修繕計画案が提示された場合は、検討の参考に
取り入れること

◆現行の長期修繕計画v8.2の検討、管理会社からの
資料（総合点検結果および長期修繕計画案）の提
示までを実施し、それ以降の検討を休止した。

規約改正の検討
およびコロナ禍
のため、再計画
となった。

R4年度
R4.2.19諮問（追加お
よび修正）
納期：2023（令和5）
年12月定例理事会まで

① 同上
② 保全協会からの長期修繕計画案が提示される
見通しとなり、検討の参考とすること

◆第６回以降、ビジョンの検討、項目の精査などを
丁寧に進め、改正案のたたき台として長期修繕計
画Ver9.0案（たたき台）を作成した。

◆第８回委員会において、Ver9.0案（たたき台）の
検討課題案を討議し、実質的に、次年度の委員会
活動計画となる今後の検討計画案を策定した。

次年度の委員会
活動計画を含む
中間報告を理事
会に提出した。
(*2)

R5年度
同上

同上 ◆7月：長期修繕計画Ver9.0(案) （均等値上げ+64%となる内容）を配布し、金
額・支出の山を下げられる提案を求めた。

◆9月：管理会社からの情報・問合せへの回答を検討して妥当なものを取り入れ。
提案の方法で山を下げて「長期修繕計画Ver9.0案20230909k4.1」(*3)を得た。

◆11月：直接架設の費用も実績値・2年度分割により「長期修繕計画Ver9.0案
20231014k1」(*4)を得た。付加価値的な項目の再検討、規約第22条対応を検討し
て取り入れた「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」(*5)を得た 。

答申案として、
長期修繕計画の
体裁に整えて討
議。

20230708k3 20230909k4.1改 20231014k1 20231014k2

項目検討の結果をまとめた主
要項目について実績値+16%

を採用
⇒支出の山を下げる提案求む

大規模修繕工事の２年度払
い、7項目の施工延期
⇒直接架設に着目

直接仮設を実績値・２年度払
いに変更 玄関扉・防犯カメラを計上

19.0億円 18.3億円 17.4億円 17.9億円

比率 64.0% 15.1% 8.1% 9.0%
平均値上げ月額 7,397円/月 1,747円/月 939円/月 1,046円/月

（参考） 保全協会版

項目

85.5%   9,885円/月

積立金値上げ

修繕費用見積もりのアプローチ

修繕費合計（30年間）

(繰入有り)
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A2-2. 【R3～R4年度の経緯】委員会における検討の経緯

R4年度の長期修繕計画検討の状況
◆第６回以降は長期修繕計画の見直し検討を進めた。ビジョンの検討、項目の精査などを丁寧に進め、基本的な考え方を整理した上で、改正案
のたたき台となるVer9.0案（たたき台）を策定出来る状態となったので、少し時間を掛けて長期修繕計画Ver9.0案（たたき台）を作成した。
◆第８回委員会において、Ver9.0案（たたき台）における検討課題案を討議し、いくつか追加・修正を行った上で、今後の検討計画案を了承し
た。実質的に、次年度の委員会活動計画となるので、これを含む活動概要を、諮問時に要求されていた中間報告として、理事会に提出した。

◆長期修繕計画の見直しは、中間報告に記載したように、令和5年度の業務計画として引き続き行う。 

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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1. R4.2.19 諮問（追加および修正）

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2022(令和4）年度第1回ウェルシー委員会資料 47

1. 団地管理組合規約の改定検討を行い、改定案を答申すること
(1) 規約本文・別表の改訂検討について

① 最新の標準管理規約を、策定経緯の情報や業界の反応などを含めて検討すること。
② 規約検討を要する課題検討を反映した改定案を策定すること。
③ 影響の大きい改定内容について組合員の意向調査案を答申し、調査結果が得られた場合は改定検討に加味すること。
④ 遅くとも、「2022（令和4）年1月定例理事会まで」としていたところ、
2022（令和4）年12月(*1)定例理事会までに答申すること。

(2) 細則群の改訂検討について
① 規約本文の検討後、速やかに検討を進め、2022（令和4）年12月(*1)定例理事会までに答申すること。

(3) 両会計の構造改革に繋がる提案について
① 規約本文・細則と別途検討し、規約本文の答申と同時に検討結果を報告すること。
② 組合員の意向調査について、方策を検討・報告すること。

2. 長期修繕計画の見直し作業を行い、改定案を答申すること
① 第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、現行の長期修繕計画v8.2について検討し、改定案を策定すること。
② （一社）かながわ土地建物保全協会からの長期修繕計画案や、総合点検結果が提示される見通しなので、検討の参考に取り入

れること。
③ 前項の提示後の着手を想定して、検討計画を策定したうえで、見直し作業を進めること
④ 「2022（令和4）年10月定例理事会まで」にとしていたところ、

2023（令和5）年12月(*1)定例理事会までに答申すること。

諮 問 （追加および修正）
2021（令和3)年6月19日付けの諮問内容（1項および2項）について、以下に示す認識に鑑み、一部を修正・追加する提案
について、2022(令和4)年2月19日に開催した2021（令和3)年度第9回定例理事会における審議により承認されましたので、
下記のように改めて諮問いたします。
今回の再スケジュールは、検討内容が質量ともに膨大であることや、コロナ禍による検討スケジュールの遅延、住民周
知・意向反映の時間確保などの観点から、拙速を避けてより良い検討結果を目指す意図から立案されました。
毎月の定例理事会にて活動の進捗状況を報告してください。
尚、諮問内容及び答申納期などについて不明な点がある場合は、ご連絡ください。

1. R3.6.19諮問

2021/8/14 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2021(令和3）年度第2回ウェルシー委員会資料 12

R3.6.19諮問
2. 長期修繕計画の見直し作業を行い、改正案を答申すること
① 第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、現行の長期修繕計画v8.2について検討
し、改正案を策定すること

② （一社）かながわ土地建物保全協会からの長期修繕計画案が提示された場合は、検討
の参考に取り入れること

③ 下記納期を意識した検討計画を策定し、対計画の形で進捗報告を行うこと
④ 2022（令和4）年3月定例理事会において、まとまった中間報告を行うこと
⑤ 2022（令和4）年10月定例理事会までに答申すること

R3年度の長期修繕計画検討の状況
◆現行の長期修繕計画v8.2の検討、管理会社からの資料（総合点検結果および長期修繕計画
案）の提示までを実施し、それ以降の検討を休止した。

R4.2.19諮問（追加および修正）
2. 長期修繕計画の見直し作業を行い、改正案を答申すること
① 第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、現行の長期修繕計画v8.2について検討し、
改正案を策定すること。

② （一社）かながわ土地建物保全協会からの長期修繕計画案や、総合点検結果が提示され
る見通しなので、検討の参考に取り入れること。

③ 前項の提示後の着手を想定して、検討計画を策定したうえで、見直し作業を進めること
④ 「2022（令和4）年10月定例理事会まで」にとしていたところ、
2023（令和5）年12月定例理事会までに答申すること。
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A2-3. 【R5年度の経緯】長期修繕計画検討経緯

◆ 7月：前回までの検討結果をまとめ長期修繕計画Ver9.0(案)を作成・印刷・配布
（均等値上げ+64%となる内容）した。金額・支出の山を下げられる提案を求めた。

◆ 9月：管理会社からの情報・問合せへの回答を検討して、妥当なものを取り入れ。
提案の方法で山を下げて、「長期修繕計画Ver9.0案20230909k4.1」 を得た。

◆ 11月：直接仮設の費用も実績値を用い、2年度に分割する案により「長期修繕計画
Ver9.0案20231014k1」 を得た。

◆ さらに、付加価値的な項目の再検討、規約第22条対応を検討して取り入れた「長
期修繕計画Ver9.0案20231014k2」を得た 。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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20230708k3 20230909k4.1改 20231014k1 20231014k2
項目検討の結果をまと
めた主要項目について
実績値+16%を採用
⇒支出の山を下げる提

案求む

大規模修繕工事の２
年度払い、7項目の施

工延期
⇒直接架設に着目

直接仮設を実績値・
２年度払いに変更

玄関扉・防犯カメラ
を計上

19.0億円 18.3億円 17.4億円 17.9億円

比率 64.0% 15.1% 8.1% 9.0%
平均値上げ月額 7,397円/月 1,747円/月 939円/月 1,046円/月

（参考） 保全協会版

項目

85.5%   9,885円/月

積立金値上げ

修繕費用見積もりのアプローチ

修繕費合計（30年間）

諮問2 長期修繕計画

(繰入有り)

20240810_事前配布資料



A2-4. 答申案「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」における資金計画

◆ 「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」の特徴は、以下の様にまとめられる。
1. ビジョンの検討、項目の精査などを丁寧に進め、基本的な考え方を整理した上で、改定案のたたき台とな

るVer9.0案（たたき台）を策定した。
① 2回計画の大規模修繕の支払い5億円を2年に分け、翌年に移動し支出の山を下げる。
② 2028年の外柵整備2100万円を2040年以降に移動。 
③ 2036年の自転車置場取替2900万円を2040年以降に変更。 2052年の通路補修を2052年まで掛かる第4回大規模

修繕後の2055年以降に移動
④ 屋内外の給水管、配水管改修を2024年の調査結果を基に2045年以降に移動
⑤ 2回計画の大規模修繕工事における直接仮設の費用について、第2回大規模修繕工事の実績値（＋16%の値上が

りを想定）に変更し、さらに2年度支払いに分割する。
2. 防犯カメラの設置を検討するべく、概算を計上する。
3. 玄関扉（防犯、断熱、防災機能に関する性能向上が期待出来る内容である）について、概算を計上する。

◆ 修繕費合計17.9億円を賄える資金計画として以下の2案を提案する。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx
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Ø討議の結果、案①が選択され
た場合は、前回配布した答申
文書中の9.0%値上げ（2箇
所）を、12.1%と修正する。

Ø答申としての採決対象は、答
申文書全体（「長期修繕計画
Ver9.0案20231014k2」を含む）
である。

修繕費合計
（30年間） 17.9億円

比率 12.1%
平均値上げ月額 1,404円/月

比率 9.0%
平均値上げ月額 1,046円/月

案①

案②

資金計画案

長期修繕計画Ver9.0案20231014k2

積立金値上げ

4千万円の繰入と
積立金値上げ

20240810_事前配布資料

A2-5. マンションすまい・る債について

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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住宅金融支援機構
https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/index.html

20240810_事前配布資料



A2-6. 長期修繕計画作成の目的・考え方

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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◆ 上記のロジックを遵守することが重要である。

◆ そうでないと、項目・費用・時期に関する判断が恣意的なもの
になったり、合意形成における判断が無責任なものになりかね
ない。最初に決めたビジョンに添った検討が重要だ。

◆ 当団地の積立金水準（秦野市内でも最低レベル）から考えても、
値上げ無しを前提に上記ロジックを反転させる必要性は無い。
意味のあるロジックでの合意形成が必須である。

将来の劣化等に対応し
て必要になる補修工事
等を精査して必要とな
る項目・費用・時期を
ガイドに沿った形で、
「長期修繕計画」の形
で策定する。

将来必要になる補修
工事等の項目・費
用・時期について
「長期修繕計画」の
形で合意形成を行う

「長期修繕計画」
によって必要とな
る資金確保の方法
について合意形成
を行う

20240810_事前配布資料

A2-7. 長期修繕計画Ver9.1の積立金初期値推計

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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2024(令和6)年度　修繕維持積立金会計収支予算　着地予測
収入の部
項 目 2024 年 度 予 算 決 算 予 想 備 考
修 繕 維 持 積 立 金 46,194,000 46,194,000 月額3,849,800円×12ヶ月
監理費会計より繰入 0 0
雑 収 入 0 0
受 取 利 息 4,000 4,000
小 計 46,198,000 46,198,000
前 記 繰 越 金 336,680,285 336,680,285
合 計 382,878,285 382,878,285

支出の部
項 目 2024 年 度 予 算 決 算 予 想 備 考
計 画 修 繕 費 5,000,000 641,300 住宅情報盤改修の為の調査、設計費
緊 急 修 繕 費 5,000,000 0 規約第29条第二項第二号による修繕費
小 計 10,000,000 0
次 期 繰 越 金 372,878,285 382,878,285
合 計 382,878,285 382,878,285

¥382,878,285 と予測される。長期修繕計画Ver9.1の修繕維持積立金初期値は

20240810_事前配布資料



A2-8. 第2回大規模修繕の実績値活用時の値上がり想定幅について

◆ 第2回大規模修繕工事の入札は、2019年11月5日付けで見積依頼書が発送
され、2019年12月7日に開封されている。従って、この工事の単価は、
2019年11月時点の工事原価（指数119.8）をベースにしていると考えら
れる（建設物価調査会2022/12/12版建築費指数から）。

◆ 指数が得られているのは、2022年12月（指数140.3）までであり、その
後の円レートの変動による資材費の値下げ分を見込んだとしても、コロ
ナ禍後の需要回復による値上がりは継続的にあるものと想定され、消費
者物価の上昇基調（年率4.0%）からみて、人件費の値下がりは全く期待
出来ない。また、この情勢が向こう15年間続くとも考えにくい。

◆ 上記指数間の値上がり率は+17.1％となる。第2回大規模修繕工事の実績
値を長期修繕計画に用いるに際して加味すべき値上がり幅として、
+16％と仮定する。

◆ 現時点で向こう15年間続く安定したインフレ率は想定出来ないため、継
続的なインフレ率の設定は見送り、長期修繕計画の見直し時に単価を再
検討することで、対応していくことを提案する。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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2023/1/14：第７回ウェルシー
委員会資料p45
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A2-9. 第2回大規模修繕実績値活用時の値上がり想定幅の見直しについて

◆ 前回と同様に、（一社）建設物価調査会の建築費指数のページを
参照して、指数間のアップ率から値上がり推定幅を導き出す。
https://www.kensetu-bukka.or.jp/business/so-ken/shisu/shisu_kentiku/
（東京地区の建築種類2 集合住宅（ＲＣ造）における、工事原価の動向データから）

◆ 基準年が2011年から2015年に変更になっているため厳密に同一
の算出は不可能だが、同じ考え方で算定すると下表のようになる。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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2023/1時点の推定に
おける推計時点 時期 工事原価指数

2011年平均=100 2024/8時点の推定 時期 工事原価指数
2015年平均=100

第２回大規模修繕工事
の入札 2019年11月時点 119.8 第２回大規模修繕工事

の入札 2019年平均 103.6
実績値値上がり想定時
点 2022年12月時点 140.3 実績値値上がり想定時

点 2024年8月時点 131.5

117% 127%推定値上がり幅 推定値上がり幅

実績値活用時の
値上がり率想定
建設物価の
推定値上がり率 17% 27%

提案する値上げ率 8.6% 14.1%

答申案の考え方による値上げ率算定結果
（指数計算の誤り訂正有り）◆ 本見直しによる値上げ率の算

定結果は、右表のようになる。
（答申案では、直前の結論であった
16%を修正せずそのままで答申した）
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Appendix
A-1．2024年度の実施項目について
A-2．総会における議決権行使の基本的な態様
A-3．代理人による議決権行使の法的根拠
A-4．委任とは何か
A-5．上記意見に対する検討結果

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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2-1. 「諮問および検討指示」内容の説明
◆理事会における諮問文書案には下表、スケジュール表および、住
宅情報盤の改修に関する提案が掲載されている。
◇ 「住宅情報盤の改修に関する提案」は、委員会に諮問・指示しない方法の提
案であり、委員会での検討は不要となる。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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項　目 概　要 納　期
以下の2点を考慮し、管理組合（理事会）としての対応方法を検
討・答申いただきたい。
①これまでの検討状況、否決の経緯や議論の状況などの分析結果に
基づくこと
②今年度以降の管理組合としての取り組み計画を含むこと。
以下の観点に関する検討を加えて、改めて答申いただきたい。
①計画改定の年度遅れに対応した資金計画などに関する調整・検討
②R５年度中に判明した事項に関する検証（マンション総合保険更
新に係る経費等）
③マンションすまい・る債との関係の検証
【今年度実施事項の検討】答申案には事前の調査・予算立案が今年
度に計画されている事項が複数ある。それらの実施について検討
し、諮問とは別に検討結果をできるだけ早期に報告いただきたい

2024(令和6)年9月定例理
事会までに報告

3 【検討指示】委任状の様
式、扱いに関する検討

定期総会での発言において指摘された内容に関して精査し、対応方
法について検討いただきたい。

2024(令和6)年8月定例理
事会までに報告

1 【諮問】団地管理組合
規約の改定に関する対応
方法の検討

2024(令和6)年12月定例
理事会までに答申するこ
と

2 【諮問】答申済みの長
期修繕計画改定案につい
て

2024(令和6)年10月定例
理事会までに答申

本
日
、
確
認
の
討
議
後
、

報
告
内
容
を
決
定
し
た
い

資
料
を
準
備
中
で
あ
る
。
本
日
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
説
明
程
度
を
準
備
し
て
い
る

2-2. ウェルシー委員会向け諮問/検討指示内容のスケジュール感

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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規
約
改
正
検
討

長
期
修
繕
計
画
検
討

(1) 規約本文・別
表の検討・答申

2024/7/13

臨時総会

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3
2025年度（4月～3月） 2026年度2023年度

2024 (令和6)年 2025 (令和7)年 2026 (令和8)年
2024年度（4月～3月）

(2) 第８章棟総会の検討
計画・広報作成

理
事
説
明
会

答
申

委
任
状
の
件

理
事
説
明
会

(4)長期
修繕計
画案今
年度実
施事項
の検討

報
告

(3)長期
修繕計画
案の答申
内容の調
整・検討

答
申

住
民
説
明
会

(5) 
対応
検討

報
告

(2’) 第８章棟総会
の改正議案作成

住
民
説
明
会

(臨時)棟総会

理
事
説
明
会

答
申広

報

住
民
説
明
会 規約改正検討計画についての考え方

Ø 区分所有法改正を活用しやすいように、議案を調整する。そ
のため、規約の改正を3種類に分けてそれぞれ議案化して、
段階的に順次、採決･施行する方法を提案する。
①法令対応・誤植訂正等
②標準管理規約への準拠条項
③提案内容

Ø 2024年度は、第８章棟総会について、これまでの経緯と区
分所有法による強行規定内容を、必要最低限なレベルでしっ
かり読んでいただけるような広報を実施する。

Ø 2025年度に、第8章の改正のための棟総会を実施して、規約
改正を完了させることを目指す。



資料は未完であり8月の委員会まで
に議論の材料をまとめる予定

2-3. 【諮問】団地管理組合規約の改正に関する対応方法の検討
◆ 諮問1の概要
◇ 以下の2点を考慮し、管理組合（理事会）としての対応方法を検討・答申いただきたい。
① これまでの検討状況、否決の経緯や議論の状況などの分析結果に基づくこと
② 今年度以降の管理組合としての取り組み計画を含むこと。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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検討項目 検討案 対応策・改善策

① これまでの検討状況、否決の
経緯や議論の状況などの分析
結果に基づくこと

Ø これまでの検討状況 Ø 検討・議論の概要
と対応策Ø 議論の状況

Ø 否決の経緯 Ø 集票の時間を確保
する工夫など

② 今年度以降の管理組合として
の取り組み計画を含むこと

Ø 2024年度中に棟総会
対応のための広報策
に着手する

Ø 中期計画表
(前ページのスケジュール)

資
料
準
備
中

◆ 【今年度実施事項の検討】答申案には事前の調査・
予算立案が今年度に計画されている事項が複数ある。
それらの実施について検討し、諮問とは別に検討結
果をできるだけ早期に報告いただきたい
◇ 2024(令和6)年9月定例理事会までに報告
Ø今年度実施事項の検討

2-4. 【諮問】答申済みの長期修繕計画改定案について
◆以下の観点に関する検討を加えて、改めて答申いただきたい。

◇ 2024(令和6)年10月定例理事会までに答申

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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諮問内容（詳細） 検討課題・データ

① 計画改定の年度遅れに対応した資金計画な
どに関する調整・検討

Ø年度遅れ対応の再計算結果
Ø追加の検討項目

② R５年度中に判明した事項に関する検証
（マンション総合保険更新に係る経費等）

Ø管理費会計シミュレーション

③ マンションすまい・る債との関係の検証 Ø概算結果

本日、確認の討議後、
報告内容を決定したい

12

資
料
準
備
中



2-5. 【検討指示】委任状の様式、扱いに関する検討
◆定期総会での発言において指摘された内容に関して精査し、対応
方法について検討いただきたい。

◇ 2024(令和6)年8月定例理事会までに報告

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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（作成・発行済みの総会議事録による）
最後に1-319崎元氏より議決権行使について意見があった。
意 見:1-319崎元氏

委任状欄に「委任した代理人が当日出席されなかった場合は無効」と記載されているが、代
理人が議決権行使を行っていた場合は委任者の議決も有効とすべきと考える。

本日、確認の討議後、
報告内容を決定したい

① 総会における議決権行使の基本的な態様
② 代理人による議決権行使の法的根拠
③ 委任状の位置づけと、代理人による議決
権行使との関係（委任とは何か）

④ 上記意見に対する検討結果

13

14

15

16

A-1. 2024年度の実施項目について
現行の長期修繕計画Ver8.2 長期修繕計画答申（案） 状況

（1）インターホンなど
非常警報器具改修 実施設計 ② 未検討（今回 要報告）
住宅情報盤改修 実施設計 ① 提案済み（答申不要）
住宅火災感知器改修（共用部） 実施設計 ② 未検討（今回 要報告）

（給水管） （2）給水管

③ 答申案として検討済み
（今回 要報告）

屋内給水管改修（ＶＢ） 管体調査 屋内給水管改修（ＶＢ） 管体調査
屋外給水管改修（ＶＤ） 管体調査 屋外給水管改修（ＶＤ） 管体調査

（3）排水管
屋内排水管（台所・浴室系統） 管体調査
屋内排水管（便所・浴室系統） 管体調査
給水ポンプ交換（１台目） 交換工事 未計上で実施出来ない
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① 第1回理事会へ提案済み。伊與田が音頭を取って、理事長・施設理事が対応するタスクフォースのような形で、
前回同様の取り組みを進める事を、理事会承認済み。

② 未検討だが、業者に見積もり依頼する程度で、対応可能な内容である。管理会社に見積もり取得を依頼すること
から始められる。（実施設計のみなら、予算措置無しでも可能か）

③ 未検討だが、管理会社に方針などを相談しても良いし、見積もり取得を依頼しても良いのではないか。（予算措
置無しのため、内容検討と来季予算化としても良いのではないか）



A-2．総会における議決権行使の基本的な理解
区分所有法の条文 参考書「区分所有法の解説」における説明

（議事）
第三十九条 集会の議事は、この法律又は
規約に別段の定めがない限り、区分所
有者及び議決権の各過半数で決する。

区分所有者は、本来自ら集会に出席して議決権を行使するべきです。しかし現実には、区分所有者が皆必
ずしも集会に出席できるわけではありません。そこで区分所有法上、集会に出席して議決権を直接に行使
する代わりに、その代替的な方法として、書面投票、および代理人を通じた議決権行使が認められます(2
項）。また、規約または集会の決議で電磁的方法による議決権行使ができることを定めた場合には、書面
投票に代えて、電磁的方法による投票（電子投票）をすることもできます(3 項）。すなわち、区分所有法
は、集会に出席して直接的に議決権を行使するほか、①書面投票、②書面投票に代わる電子投票、③代理
人による議決権行使（委任状提出＊）の3 つの方法を認めているわけです。（p296）

２ 議決権は、書面で、又は代理人によつ
て行使することができる。

①書面による議決権行使とは、集会には出席せず、あらかじめ議案についての賛否を記載した書面を提出
することにより、議決権を行使する方法（p297）
③代理人による議決権行使とは、区分所有者から代理権限を授与された代理人が集会に出席して議決権を
行使することです。（p298）

３ 区分所有者は、規約又は集会の決議により
、前項の規定による書面による議決権の行
使に代えて、電磁的方法（・・・）によつ
て議決権を行使することができる。

②規約または集会の決議があるときには、電磁的方法による投票ができます。（p297）
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(注記)
Ø 法令においては、用語の意味は、記述された条項以前の条項や
上位の法令において定義・規定された意味にのみ解釈されます。
2項の「代理人によって行使する」という条項の意味は、それ以
前の条項においては第1項の議事が「区分所有者及び議決権の各
過半数で決する」との定めのみであり、集会に於ける決議方法
の一般原則に則っていると言えます。したがって、代理人に
よって行使するとは、代理人が集会に出席して決議に参加する
ことのみを意味します。

Ø また、上記の説明からもわかるように、委任状を出す前に、委
任者と代理人との間に代理権限の授与という手続きが実施され
ている（つまり委任契約が成立している）事が必要です。

書名 : 区分所有法の解説 7訂
版 (最新不動産の法律) 

出版社 : 住宅新報出版; 7訂版 
発売日 : 2021/8/11 
言語 : 日本語 
単行本 : 526ページ 
ISBN-10 : 4909683968 
ISBN-13 : 978-4909683960 

A-3．代理人による議決権行使の法的根拠
◆ 代理人による議決権行使が有効であるためには、A-2.における考察の結果
を考え合わせると、以下の３条件の全てが満たされている必要がある。
① 「代理人による議決権行使」を行おうとする区分所有者と、指名された代理

人との間に、事前に委任契約が成立していること。
② 指名された代理人が、規約における条件を満たしていること。
③ 代理人が総会に出席して、議決権を行使すること。

◆ 条件①を総会運営者が点検することは不可能、条件②については点検可能
であり理解しやすく問題は少ない、条件③については区分所有者が代理人
との十分な意思疎通の上であれば懸念は不要である。

◆ 委任状の提出のみで「代理人による議決権行使」が可能であるとの安易な
考え方による投票行動を抑止するために、委任状への注意書き（委任した
代理人が当日出席されなかった場合は無効）は有効かつ有意義である。
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A-4．委任とは何か
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◆ 他人に事務処理をさせることを内容とする契約を「委任契約」という．
◇ 委任契約において事務処理を依頼する人を「委任者」，依頼を受けて事務処理をする人を「受任者」という．委
任契約の法的性質は諾成・無償・片務契約であるが特約による有償委任の場合には諾成・有償・双務契約となる．

◆ 委任契約は他人のために
労務やサービスを提供す
る法的な関係であるという
点で共通する雇用などと，
右の点で区別される．
◇ 受任者は，委任者の利益に配慮し，十分に注意を払って事務処理をしなければならないが，事務処理の結果が必
ずしも委任者の期待どおりである必要は無い．受任者は委任者からの請求があればいつでも事務処理の経過につ
いて委任者に報告しなければならない．

◇ 委任契約の当事者は，特別な理由が無くても，いつでも契約を解除出来る．

雇 用 委任においては受任者が自らの裁量で事務を処理する（独立性がある）点が異なる．
請 負 仕事の完成を契約の目的としない点で区別される．
寄 託 委託される事務の内容が物の保管に限定されている点が委任と相違がある．
事務管理 合意によらず（すなわち，頼まれもしないのに勝手に）他人の事務処理を行う点に差異がある．

◆ 善管注意義務
◇ 受任者は委任の事務処理を遂行する際に，受任者は善良なる管理者の注
意義務をもって事に当たらなければならない．この注意義務の程度のこ
とを善管注意義務または善管義務という．善管注意義務の程度は受任者
の職業や能力によって異なる（一定ではない）．また，無償の委任の場
合もこの注意義務は軽減されない．

◆ 自ら事務を処理する義務 
◇ 委任契約は当事者の信頼関係を根幹とするため，受任者は自ら事務を処
理する義務を負うのであって，委任契約の民法規定から復委任（受任者
が委任された事務を誰か他の人間に処理させること）という概念は出て
こない．ただし，補助者として他人を使う場合は別である．

A-5．上記意見に対する検討結果（案）
◆ 法令などの確認の結果、「委任した代理人が当日出席されな
かった場合は無効」という注意書きは、条件③の考え方から当
然であり、有効である。

◆ 対応方法案（広報文案）
① 定期総会において提起された委任状に関する注意書きへの疑問について、ウェ
ルシー委員会において区分所有法の関連条文の精査など検討した結果、注意書
きは当然の条件であり有効であると結論されたむね報告を受けた。

② 定期総会における委任状に関する発言について、区分所有法の解説本の記述な
どを参考にした検討を加えた結果、指摘の注意書きは当然の条件であり、有効
であるとの結論を得た。

③ 定期総会における委任状に関する発言について、ウェルシー委員会における検
討などの結果、指摘の注意書きは誤りでは無く、有効であることが確認されま
した。

④ 定期総会における委任状に関する発言について検討した結果、指摘の注意書き
は合法かつ有効であり、発言者の提案は法的に無理があると分かりました。
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A6  マンションすまい・る債について
A7  標準管理規約等の改定（R060607)
A8  ＵＳＢメモリ紛失について
A9  造園業の安全対策について
A10  施設賠償責任保険のパンフレット
A-11  R3～R5年度の委員会における検討の経緯
A-12  「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」における資金計画
A-13  R3～R4年度の委員会における検討の経緯
A-14  今年度(R5)の長期修繕計画検討経緯
A-15  長期修繕計画作成の目的・考え方
A-16  【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A-17  案１：リフォーム細則第３条への追記第３項
A-18  案２：別紙様式への追記(1/3)
A-19  案２：別紙様式への追記 (2/3)
A-20  案２：別紙様式への追記 (3/3)

最近の話題から

【諮問】長期修繕
計画Ver9.0(案)の

検討

【追加検討事項】
エアコン配管カ
バーの施工につい

て

A6. マンションすまい・る債について
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住宅金融支援機構
https://www.jhf.go.jp/loan/kanri/smile/index.html



A7. 標準管理規約等の改定（R060607)
◆国土交通省はR6/6/7に3件のガイドライン等改定を報道発表した。
1. マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策
定について
◇～外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました～
2. 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マン
ションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
◇～「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」～
3. 「マンション標準管理規約」の改正について
◇～所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改
正を行います～

◆標準管理規約改定の概要は下記7点としている。
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1. 組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み 2. 所在等が判明しない区分所有者への対応
3. 修繕積立金の変更予定等の見える化 4. 総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
5. EV（電気自動車）用充電設備の設置の推進 6. 宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等
7. 「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考

A8. ＵＳＢメモリ紛失について
※まずは捜索して見つけ出すことと、事態の正
確な記録が重要だろう。

※再発防止策案として考えられるのは、

1. ＵＳＢメモリの使用禁止
→ 代替策の準備が必要？

① まず、何に使っているかの棚卸しが必要
② 引き継ぎなどに使っているなら、システム的な対応も
必要になるか

③ 持ち出し先のＰＣでの閲覧が目的なら、事務所のＰＣ
を使えば良いか？

2. ＵＳＢメモリ等の小型機器による個人情報の
持ち出し禁止 → 運用に困るだけ？

3. 安全対策済みＵＳＢメモリのみ使用可とする
① 安全対策済みＵＳＢメモリを入手して、運用する？
② 安全対策済みＵＳＢメモリの貸与管理が必要になる
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A9. 造園業の安全対策について
◆ （一社）日本造園組合連合会のＷＥＢ上にある安全管理活動の
資料中から、過去数年間の死亡災害事例を確認してみよう。
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年度 事故
件数

高所作業車
関連事故件数 災害の状況

H27年 25 1

樹高約17ｍのクスノキの剪定作業中、高所作業車の作業床が届かな
い頂部付近を剪定するため、当該樹木の高さ約12ｍの箇所に作業床
を横付けして樹木に乗り移り剪定作業を行った。当該作業終了後、
樹木から作業床に戻る際、高所作業車の作業床に足を掛け乗り移っ
たところ高所作業車の作業床が大きく揺れ、その反動で11.6ｍ下の
歩道上に墜落し死亡した。

H28年 18 1 高所作業車の機器を昇降させた際に、当該機器が転倒し、搭乗して
いた２名が機器外に投げ出された。（１名死亡、１名軽傷）

H29年 14 1
高所作業車に取り付けられたタラップを使用して地上に降りる際
に、高さ１．２ｍ付近のタラップを踏み外してコンクリートの地面
に転落した。

H30年 14 0
令和元年 22 0
令和２年 19 0

高速道路のインターチェンジ出口付近の伐採作業現場において、撤
収作業のため高所作業車の後進を誘導していた被災者が同車に轢か
れた。
ゴルフ場のコース改修工事において、高所作業車（伸縮ブーム・バ
スケット・トラック型）に2人が乗り込み、チェーンソーを使って
樹木を上から段階的に伐採していたところ、66,000ボルト送電線に
バスケットが接触し、2人とも死亡した（1次下請の労働者）。
同上（２次下請の労働者）
高所作業車を用いて街路樹の剪定作業を行うため、坂道に停車して
いた高所作業車を移動させようと、輪留めを外し、アウトリガーを
上げたところ、高所作業車が後退し、止めようとした被災者が、後
方に停車していたパッカー車と後退した高所作業車の間に身体を挟
まれた。

令和４年 14 0

令和３年 21 4

①死亡災害事例は７件見られるが、い
ずれも安全帯の着用によって回避で
きるとは考えられない。

②従来の安全帯がかえって危険という
判断から、フルハーネス型に置き換
わっているところで有り、現場への
採用は進んでいない可能性が高い。

③意識の啓蒙は重要だが、そもそもコ
ストを掛けて安全床（高所作業車）
を用意しているだけ、安全に配慮し
ているわけで、一概に非難するのは、
実効的な安全策となるかどうか疑問
も残る。話しの持って行き方が重要
だろう。

A10. 施設賠償責任保険のパンフレット
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1.【諮問】長期修繕計画Ver9.0(案)の検討
A-11. R3～R5年度の委員会における検討の経緯
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諮問2 長期修繕計画

諮問時期・納期 諮問概要 検討状況 結果
R3年度

R3.6.19諮問 (*1)

納期：2022（令和4）
年10月定例理事会まで

①第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、
現行の長期修繕計画v8.2について検討し、改定
案を策定すること

②（一社）かながわ土地建物保全協会からの長期
修繕計画案が提示された場合は、検討の参考に
取り入れること

◆現行の長期修繕計画v8.2の検討、管理会社からの
資料（総合点検結果および長期修繕計画案）の提
示までを実施し、それ以降の検討を休止した。

規約改正の検討
およびコロナ禍
のため、再計画
となった。

R4年度
R4.2.19諮問（追加お
よび修正）
納期：2023（令和5）
年12月定例理事会まで

① 同上
② 保全協会からの長期修繕計画案が提示される
見通しとなり、検討の参考とすること

◆第６回以降、ビジョンの検討、項目の精査などを
丁寧に進め、改定案のたたき台として長期修繕計
画Ver9.0案（たたき台）を作成した。

◆第８回委員会において、Ver9.0案（たたき台）の
検討課題案を討議し、実質的に、次年度の委員会
活動計画となる今後の検討計画案を策定した。

次年度の委員会
活動計画を含む
中間報告を理事
会に提出した。
(*2)

R5年度
同上

同上 ◆7月：長期修繕計画Ver9.0(案) （均等値上げ+64%となる内容）を配布し、金
額・支出の山を下げられる提案を求めた。

◆9月：管理会社からの情報・問合せへの回答を検討して妥当なものを取り入れ。
提案の方法で山を下げて「長期修繕計画Ver9.0案20230909k4.1」(*3)を得た。

◆11月：直接架設の費用も実績値・2年度分割により「長期修繕計画Ver9.0案
20231014k1」(*4)を得た。付加価値的な項目の再検討、規約第22条対応を検討し
て取り入れた「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」(*5)を得た 。

答申案として、
長期修繕計画の
体裁に整えて討
議。

20230708k3 20230909k4.1改 20231014k1 20231014k2

項目検討の結果をまとめた主
要項目について実績値+16%

を採用
⇒支出の山を下げる提案求む

大規模修繕工事の２年度払
い、7項目の施工延期
⇒直接架設に着目

直接仮設を実績値・２年度払
いに変更 玄関扉・防犯カメラを計上

19.0億円 18.3億円 17.4億円 17.9億円

比率 64.0% 15.1% 8.1% 9.0%
平均値上げ月額 7,397円/月 1,747円/月 939円/月 1,046円/月

（参考） 保全協会版

項目

85.5%   9,885円/月

積立金値上げ

修繕費用見積もりのアプローチ

修繕費合計（30年間）

1. 【諮問】長期修繕計画Ver9.0(案)の検討
A-12. 「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」における資金計画

◆ 「長期修繕計画Ver9.0案20231014k2」の特徴は、以下の様にまとめられる。
1. ビジョンの検討、項目の精査などを丁寧に進め、基本的な考え方を整理した上で、改定案のたたき台とな

るVer9.0案（たたき台）を策定した。
① 2回計画の大規模修繕の支払い5億円を2年に分け、翌年に移動し支出の山を下げる。
② 2028年の外柵整備2100万円を2040年以降に移動。 
③ 2036年の自転車置場取替2900万円を2040年以降に変更。 2052年の通路補修を2052年まで掛かる第4回大規模

修繕後の2055年以降に移動
④ 屋内外の給水管、配水管改修を2024年の調査結果を基に2045年以降に移動
⑤ 2回計画の大規模修繕工事における直接仮設の費用について、第2回大規模修繕工事の実績値（＋16%の値上が

りを想定）に変更し、さらに2年度支払いに分割する。
2. 防犯カメラの設置を検討するべく、概算を計上する。
3. 玄関扉（防犯、断熱、防災機能に関する性能向上が期待出来る内容である）について、概算を計上する。

◆ 修繕費合計17.9億円を賄える資金計画として以下の2案を提案する。
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諮問2 長期修繕計画

Ø討議の結果、案①が選択され
た場合は、前回配布した答申
文書中の9.0%値上げ（2箇
所）を、12.1%と修正する。

Ø答申としての採決対象は、答
申文書全体（「長期修繕計画
Ver9.0案20231014k2」を含む）
である。

修繕費合計
（30年間） 17.9億円

比率 12.1%
平均値上げ月額 1,404円/月

比率 9.0%
平均値上げ月額 1,046円/月

案①

案②

資金計画案

長期修繕計画Ver9.0案20231014k2

積立金値上げ

4千万円の繰入と
積立金値上げ



2.【諮問】長期修繕計画Ver9.0(案)の検討
A-13. R3～R4年度の委員会における検討の経緯

R4年度の長期修繕計画検討の状況
◆第６回以降は長期修繕計画の見直し検討を進めた。ビジョンの検討、項目の精査などを丁寧に進め、基本的な考え方を整理した上で、改定案
のたたき台となるVer9.0案（たたき台）を策定出来る状態となったので、少し時間を掛けて長期修繕計画Ver9.0案（たたき台）を作成した。
◆第８回委員会において、Ver9.0案（たたき台）における検討課題案を討議し、いくつか追加・修正を行った上で、今後の検討計画案を了承し
た。実質的に、次年度の委員会活動計画となるので、これを含む活動概要を、諮問時に要求されていた中間報告として、理事会に提出した。

◆長期修繕計画の見直しは、中間報告に記載したように、令和5年度の業務計画として引き続き行う。 
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1. R4.2.19 諮問（追加および修正）

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2022(令和4）年度第1回ウェルシー委員会資料 47

1. 団地管理組合規約の改定検討を行い、改定案を答申すること
(1) 規約本文・別表の改訂検討について

① 最新の標準管理規約を、策定経緯の情報や業界の反応などを含めて検討すること。
② 規約検討を要する課題検討を反映した改定案を策定すること。
③ 影響の大きい改定内容について組合員の意向調査案を答申し、調査結果が得られた場合は改定検討に加味すること。
④ 遅くとも、「2022（令和4）年1月定例理事会まで」としていたところ、
2022（令和4）年12月(*1)定例理事会までに答申すること。

(2) 細則群の改訂検討について
① 規約本文の検討後、速やかに検討を進め、2022（令和4）年12月(*1)定例理事会までに答申すること。

(3) 両会計の構造改革に繋がる提案について
① 規約本文・細則と別途検討し、規約本文の答申と同時に検討結果を報告すること。
② 組合員の意向調査について、方策を検討・報告すること。

2. 長期修繕計画の見直し作業を行い、改定案を答申すること
① 第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、現行の長期修繕計画v8.2について検討し、改定案を策定すること。
② （一社）かながわ土地建物保全協会からの長期修繕計画案や、総合点検結果が提示される見通しなので、検討の参考に取り入

れること。
③ 前項の提示後の着手を想定して、検討計画を策定したうえで、見直し作業を進めること
④ 「2022（令和4）年10月定例理事会まで」にとしていたところ、

2023（令和5）年12月(*1)定例理事会までに答申すること。

諮 問 （追加および修正）
2021（令和3)年6月19日付けの諮問内容（1項および2項）について、以下に示す認識に鑑み、一部を修正・追加する提案
について、2022(令和4)年2月19日に開催した2021（令和3)年度第9回定例理事会における審議により承認されましたので、
下記のように改めて諮問いたします。
今回の再スケジュールは、検討内容が質量ともに膨大であることや、コロナ禍による検討スケジュールの遅延、住民周
知・意向反映の時間確保などの観点から、拙速を避けてより良い検討結果を目指す意図から立案されました。
毎月の定例理事会にて活動の進捗状況を報告してください。
尚、諮問内容及び答申納期などについて不明な点がある場合は、ご連絡ください。

1. R3.6.19諮問

2021/8/14 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2021(令和3）年度第2回ウェルシー委員会資料 12

R3.6.19諮問
2. 長期修繕計画の見直し作業を行い、改定案を答申すること
① 第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、現行の長期修繕計画v8.2について検討
し、改定案を策定すること

② （一社）かながわ土地建物保全協会からの長期修繕計画案が提示された場合は、検討
の参考に取り入れること

③ 下記納期を意識した検討計画を策定し、対計画の形で進捗報告を行うこと
④ 2022（令和4）年3月定例理事会において、まとまった中間報告を行うこと
⑤ 2022（令和4）年10月定例理事会までに答申すること

R3年度の長期修繕計画検討の状況
◆現行の長期修繕計画v8.2の検討、管理会社からの資料（総合点検結果および長期修繕計画
案）の提示までを実施し、それ以降の検討を休止した。

R4.2.19諮問（追加および修正）
2. 長期修繕計画の見直し作業を行い、改定案を答申すること
① 第2回大規模修繕工事の結果を分析・勘案して、現行の長期修繕計画v8.2について検討し、
改定案を策定すること。

② （一社）かながわ土地建物保全協会からの長期修繕計画案や、総合点検結果が提示され
る見通しなので、検討の参考に取り入れること。

③ 前項の提示後の着手を想定して、検討計画を策定したうえで、見直し作業を進めること
④ 「2022（令和4）年10月定例理事会まで」にとしていたところ、
2023（令和5）年12月定例理事会までに答申すること。

諮問2 長期修繕計画

2.【諮問】長期修繕計画Ver9.0(案)の検討
A-14. 今年度(R5)の長期修繕計画検討経緯

◆ 7月：前回までの検討結果をまとめ長期修繕計画Ver9.0(案)を作成・印刷・配布
（均等値上げ+64%となる内容）した。金額・支出の山を下げられる提案を求めた。

◆ 9月：管理会社からの情報・問合せへの回答を検討して、妥当なものを取り入れ。
提案の方法で山を下げて、「長期修繕計画Ver9.0案20230909k4.1」 を得た。

◆ 11月：直接仮設の費用も実績値を用い、2年度に分割する案により「長期修繕計画
Ver9.0案20231014k1」 を得た。

◆ さらに、付加価値的な項目の再検討、規約第22条対応を検討して取り入れた「長
期修繕計画Ver9.0案20231014k2」を得た 。
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20230708k3 20230909k4.1改 20231014k1 20231014k2
項目検討の結果をまと
めた主要項目について
実績値+16%を採用
⇒支出の山を下げる提

案求む

大規模修繕工事の２
年度払い、7項目の施

工延期
⇒直接架設に着目

直接仮設を実績値・
２年度払いに変更

玄関扉・防犯カメラ
を計上

19.0億円 18.3億円 17.4億円 17.9億円

比率 64.0% 15.1% 8.1% 9.0%
平均値上げ月額 7,397円/月 1,747円/月 939円/月 1,046円/月

（参考） 保全協会版

項目

85.5%   9,885円/月

積立金値上げ

修繕費用見積もりのアプローチ

修繕費合計（30年間）

諮問2 長期修繕計画



A-15. 長期修繕計画作成の目的・考え方
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◆ 上記のロジックを遵守することが重要である。

◆ そうでないと、項目・費用・時期に関する判断が恣意的なもの
になったり、合意形成における判断が無責任なものになりかね
ない。最初に決めたビジョンに添った検討が重要だ。

◆ 当団地の積立金水準（秦野市内でも最低レベル）から考えても、
値上げ無しを前提に上記ロジックを反転させる必要性は無い。
意味のあるロジックでの合意形成が必須である。

将来の劣化等に対応し
て必要になる補修工事
等を精査して必要とな
る項目・費用・時期を
ガイドに沿った形で、
「長期修繕計画」の形
で策定する。

将来必要になる補修
工事等の項目・費
用・時期について
「長期修繕計画」の
形で合意形成を行う

「長期修繕計画」
によって必要とな
る資金確保の方法
について合意形成
を行う

A-16. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
◆ 構造躯体などの主要構造物に対して穿孔が必要となるのは、エアコン配
管カバーの設置だけではない。（専有部分内への手摺の設置、システムキッ
チン・洗面化粧台・システムバスの交換・設置など多くのリフォームにおいて、
穿孔の必要性が生じる）

◆ 住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則（以下リフォーム細則
という）に基づく理事会による承認事項の規定に関連付けて規定するこ
とが自然で、想定外のケースへの対応にもなる。

◆ 対応案（次ページ以降に詳細を掲載）
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対応案 対応案における措置条文の主旨 手順
案1：リフォーム細則第３条へ

の第３項の追記
全ての穿孔箇所および穿孔深さ等についての
図面を付した申請により、理事会が穿孔深さ
30mm以内の必要最小限の穿孔と判断出来
る場合にのみ承認できる

答申におけ
る別紙様式
および対応
細則の改定
に追記する

案2：案１に加えて、リフォー
ム細則第４条に定める別紙
様式に、案１の追記内容の
趣旨を明記する

第２条１項四号において禁止されている主要
構造部の穿孔が必要となる場合は、穿孔位
置・サイズを明記した図面を添付すること



2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A-17. 案１：リフォーム細則第３条への追記第３項

◆ 住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則の第３条（承認事項）
に、第３項を下記の様に追記することで課題に対応する。

2024/10/12 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2024(令和6)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20241012_第3回ウェルシー委員会k1.pptx

103

# （現行　令和５年３月２６日版）住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則 （改定案）住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則
385 （目的） （目的）

386

第1条　この細則は、団地管理組合規約（以下「規約」という）第18条に基づき、組合員がその専
有部分および専用使用権を有する共用部分等について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとする際に、組合員の共同利益及
び団地内の居住環境の維持、改善をはかるため、必要な事項を定めることを目的とする。

第1条　この細則は、団地管理組合規約（以下「規約」という）第18条に基づき、組合員がその専
有部分および専用使用権を有する共用部分等について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の
取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとする際に、組合員の共同利益及び団
地内の居住環境の維持、改善をはかるため、必要な事項を定めることを目的とする。

387 （禁止事項） （禁止事項）

388 第2条　組合員は、住宅及び建物の改築並びに模様替え等に関して次の各号に掲げる行為をしては
ならない、

第2条　組合員は、住宅及び建物の改築並びに模様替え等に関して次の各号に掲げる行為をしてはな
らない、

389 一　  住宅の増築 一　  住宅の増築
390 二　  バルコニーの改築 二　  バルコニーの改築
391 三　  出窓の新設 三　  出窓の新設

392 四　  建物の主要構造部（建物の構造上不可欠な壁、柱、床、屋根、階段、はり、バルコニー及び
ひさしをいう。）の穿孔、切欠その他主要構造部に影響をおよぼす行為

四　  建物の主要構造部（建物の構造上不可欠な壁、柱、床、屋根、階段、はり、バルコニー及びひ
さしをいう。）の穿孔、切欠その他主要構造部に影響をおよぼす行為

393 （承認事項） （承認事項）

394
第3条　組合員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ理事会（団地管理組合規約第53条に定
める理事会をいう。以下同じ。）に所定の承認申請書類を提出して書面による承認を得なければ
ならない。

第3条　組合員は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ理事会（団地管理組合規約第53条に定
める理事会をいう。以下同じ。）に所定の承認申請書類を提出して書面による承認を得なければな
らない。

395 一　住宅の改修をするとき。（ただし、木造造作等の軽易な改修および原状回復のための改修を
除く。）

一　住宅の改修をするとき。（ただし、木造造作等の軽易な改修および原状回復のための改修を除
く。）

396 二　共用部分を改修又は塗装するとき。 二　共用部分を改修又は塗装するとき。

397 三　住宅又は共用部分にアンテナ、その他近隣に影響をおよぼすおそれのある物を設置すると
き。 三　住宅又は共用部分にアンテナ、その他近隣に影響をおよぼすおそれのある物を設置するとき。

398 四　規約第22条第１項に定める窓ガラス等の改良工事 四　規約第22条第１項に定める窓ガラス等の改良工事

399
2　前項第2号に規定する共用部分の改修及び塗装の実施は理事会において決定する。この場合に
おいて、建物の外周壁、階段室の壁及び手すり並びに各住戸の玄関扉、バルコニー等の塗装は団
地内の調和をそこなわない範囲内で行うものとする。

2　前項第2号に規定する共用部分の改修及び塗装の実施は理事会において決定する。この場合にお
いて、建物の外周壁、階段室の壁及び手すり並びに各住戸の玄関扉、バルコニー等の塗装は団地内
の調和をそこなわない範囲内で行うものとする。

399-2
３　第１項各号において、第２条１項四号において禁止されている主要構造部の穿孔が必要となる
場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について図面を付した申請により、理事会が穿孔深さ30
mm以内の必要最小限の穿孔と判断出来る場合にのみ、第１項各号の行為を承認する事が出来る。

2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A-18. 案２：別紙様式への追記(1/3)

◆案２は、住宅等の改造、模様替え
及び修繕等に関する細則の第３条
（承認事項）に第３項を追記する
ことに対応して、別紙様式３（専用
庭改良工事を除く５つの別紙様式）に、
穿孔図の添付を追加する案である。

◆この別紙様式の運用について、理
事会が判断基準を理解出来る様な
説明を追記することも考えられる
が、細則に明記してあるので不要
と考える。

◆管理会社（管理人）に対する改定
主旨の説明が必要だろう。
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（別紙様式３-１） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(1)住宅の改修 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下 

されたく申請いたします。 

記 

１ 改造、模様替え及び修繕の部分の名称 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間     （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 設計図 ２通（必須：全ての施工箇所／内容が明記されていること） 

□ 仕様書 ２通（必須：主要な使用材料のカタログと、施工方法の記載を含むこと。 

フローリングの場合は床材の遮音等級が L４５以上であることを明示すること）           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 承諾書 （必須：両隣、上下、及び下階の両隣の隣接組合員からの承諾書） 

□ 確認書 （必須：上記承諾書の表紙として提出） 

□ 誓約書 １通（団地管理組合規約第 22 条第 1項に定める窓ガラス等の改良工事の場合） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が

必要となる場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 



2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A-19. 案２：別紙様式への追記 (2/3)
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（別紙様式３−２） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

 

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(2)共用部分の改修 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下 

されたく申請いたします。 

記 

１ 改造、模様替え及び修繕の部分の名称 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間      （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 設計図 ２通（必須：全ての施工箇所／内容が明記されていること） 

□ 仕様書 ２通（必須：主要な使用材料のカタログと、施工方法の記載を含むこと。           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が必要とな

る場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 

（別紙様式３−３） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

 

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(3)アンテナ設置等 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下されたく

申請いたします。 

記 

１ 設置を希望するアンテナ等の名称および設置場所 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間      （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 配置図 ２通（必須：設置場所が明記されていて、安全性が確認出来る内容のこと） 

□ 仕様書 ２通（必須：アンテナ等のカタログと、施工方法の記載・寸法・重量を含むこと）           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が必要とな

る場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

 
秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 

2. 【追加検討事項】エアコン配管カバーの施工について
A-20. 案２：別紙様式への追記 (3/3)
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（別紙様式３−４） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

住宅等の改造、模様替え及び修繕承認申請書 
(4) 窓ガラス等の改良工事 

 

住宅等の改造模様替え及び修繕等に関する細則第４条により次の通りご承認下 

されたく申請いたします。 

記 

１ 改造、模様替え及び修繕の部分の名称 

 

                                          

２ 同上の理由 

                                     

３ 施工期間     （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

４ 先に承認された模様替え、改造      有・無 

５ 添付書類 

□ 設計図 ２通（必須：全ての施工箇所／内容が明記されていること） 

□ 仕様書 ２通（必須：主要な使用材料のカタログと、施工方法の記載を含むこと。           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 誓約書 （団地管理組合規約第 22 条第 1項に定める窓ガラス等の改良工事の場合） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 細則第２条１項四号において禁止されている主要構造部への穿孔が必要とな

る場合、全ての穿孔箇所および穿孔深さ等について明記した図面 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 

（別紙様式３−６） 

（西暦）    年   月   日 

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 

理  事  長  殿 

住戸番号           番館          号室 

                        氏名                           ㊞  

（連絡先電話番号：    －   －    ） 

（不在家主の場合）住所                    

 

物置等の建造物を構築又は設置の承認申請書 
 

共同生活の秩序維持に関する細則第２条十号により、下記の通りご承認下されたく申請

いたします。 

記 

１ 設置を希望する物置等の名称および概要 

 

                                          

２ 設置を希望する場所 

                                       

３ 同上の理由 

                                       

４ 施工期間      （西暦）   年  月  日 ～   年  月  日 

（注）着工予定の１カ月前までにご提出ください 

５ 添付書類 

□ 配置図 ２通（必須：全施工箇所／内容が明記され、避難経路が確認出来る内容のこと） 

□ 仕様書 ２通（必須：主な使用材料のカタログと施工方法の記載・寸法・重量を含むこと）           

□ 工程表 ２通（期間が１週間以上の場合は必須） 

□ 理由書 １通（上記に記載しきれない場合および理由を示す書面がある場合） 

□ 穿孔図 １通 住宅等の改造、模様替え及び修繕等に関する細則第２条１項四号において禁

止されている主要構造部への穿孔が必要となる場合、全ての穿孔箇所および

穿孔深さ等について明記した図面 

 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合は、法令および団地管理組合規約・細則を遵守し、本管理組合の区分所有者及
び居住者の利益を増進することを目的として本組合が行う目的業務及び関連する業務に関し、個人情報を取得する
場合は、使用する様式中および、公表されている「個人情報保護に関する基本方針」、「管理組合が業務上保存す
る個人情報の利用目的」、団地管理組合規約・細則において明記している利用目的でのみ使用いたします。 
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新
（令和4年4月1日 施行）

旧
（令和3年9月1日 施行）

（成立等）
第四十七条　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による
集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在
地において登記をすることによつて法人となる。

（成立等）
第四十七条　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による
集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在
地において登記をすることによつて法人となる。

2～12項　改正無し 2～12項　改正無し
１３　管理組合法人は、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）その他法人税に関する法令の
規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合におい
て、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等（」とあるのは「公
益法人等（管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中
「普通法人」とあるのは「普通法人（管理組合法人を含む。）」と、同条第二項中「除く」と
あるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第三項中「公益法人等（」とあるの
は「公益法人等（管理組合法人及び」とする。

１３　管理組合法人は、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）その他法人税に関する法令の
規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合におい
て、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等（」とあるのは「公
益法人等（管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及
び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（管理組合法人を含む。）」と、同条第三項中
「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（管理組合法人及び」とする。

 新
（令和5年4月1日 施行）

 旧
（令和4年4月1日 施行）

（区分所有者の権利義務等）
第六条　区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者
の共同の利益に反する行為をしてはならない。
２　区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内にお
いて、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することが
できる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなけれ
ばならない。
３　第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者（以下「占有者」という。）に準用
する。
４　民法（明治二十九年法律第八十九号）第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規
定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

（区分所有者の権利義務等）
第六条　区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者
の共同の利益に反する行為をしてはならない。
２　区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内にお
いて、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することが
できる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなけれ
ばならない。
３　第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者（以下「占有者」という。）に準用
する。

（先取特権）
第七条　区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対
して有する債権について、債務者の区分所有権（共用部分に関する権利及び敷地利用権を含
む。）及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職
務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
２　前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
３　民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

（先取特権）
第七条　区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対
して有する債権について、債務者の区分所有権（共用部分に関する権利及び敷地利用権を含
む。）及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職
務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
２　前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
３　民法（明治二十九年法律第八十九号）第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用す
る。

　第二百六十四条の八　所有者不明建物管理命令
　第二百六十四条の十四　管理不全建物管理命令 　第三百十九条　即時取得の規定の準用

令和3年9月1日以降の改正・施行における新旧比較
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秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 長期修繕計画表Ver9.12案 20241001版

調査・監理 修繕費累計

設備 修繕費累計

電気 修繕費累計

消防 修繕費累計

付帯 修繕費累計

建築 修繕費累計

仮設 修繕費累計

修繕積立金累計(現状)

改定案１：
積立金の14.1％値上げした場合

現状：
積立金を現状通りとした場合

改定案2：【参考】2038年度か
ら26.4%値上げした場合

改定案③：保全協会版を満たすよう
現行から、66.5%値上げした場合

長期修繕計画Ver9.12案 グラフ（2024/10/12版）


